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明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
V
に
お
け
ろ
戸
主
穰
（
二
）

そ
の
生
成
と
性
格
ー

手

塚

㎜
豆

一
　
は
し
が
き

二
　
奮
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
け
る
戸
主
樺

　
一
　
第
一
草
案
の
成
立
と
戸
主
椛

　
二
　
第
一
草
鍵
の
修
正
と
再
調
査
案
に
お
け
る
戸
主
椛
：
…
・
本
誌
第
二
十
六
巻
第
十
號

　
三
　
再
調
査
案
の
修
正
と
元
老
院
提
田
案
に
お
け
る
戸
主
権

　
四
元
老
院
に
お
け
ろ
審
議
と
修
正
…
…
9
・
・
　
　
…
…
．
：
以
上
本
號

三
　
奮
民
法
に
お
け
る
戸
主
椹

　
　
　
　
ー
明
治
民
法
と
封
比
し
て
ー

四
　
む
す
び

二
　
奮
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
け
る
戸
主
権
（
つ
づ
き
）

三
　
再
調
査
案
の
修
正
と
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
戸
主
権

　
明
治
二
十
三
年
の
初
め
、
法
律
取
調
委
員
會
に
お
い
て
、
再
調
査
案
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

委
員
愈
内
部
の
寡
議
過
程
に
お
け
る
中
聞
的
の
草
案
で
あ
つ
て
、
さ
ら
に
委
員
會
に
お
い
て
そ
れ
に
封
す
る
討
議
が
練
行
さ
れ
た
。
這
般
の
事
情

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
三
八
七
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
・
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
灌
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
三
八
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ー
）

を
示
す
資
料
と
し
て
「
民
法
人
事
編
二
封
ス
ル
各
意
見
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
．
こ
と
く
再
調
査
案
の
多
く
の
條
文
に
封
し
て
取
調
委

員
が
述
べ
た
見
解
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
再
調
査
案
か
ら
元
老
院
提
出
案
（
委
員
合
あ
最
終
確
定
案
）
に
移
行
す
る
審
議
の
過
程
を
示
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
、
も
つ
と
も
重
要
な
資
料
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
に
名
前
の
あ
ら
わ
れ
て
い
る
委
員
は
、
尾
崎
忠
治
、
清
岡
公
張
、
松
岡
康
毅
、
西
成
度
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

渡
正
元
、
村
田
保
、
北
畠
治
房
、
棋
村
正
直
、
尾
崎
三
良
等
で
あ
り
、
南
部
甕
男
、
箕
作
麟
祥
の
爾
名
は
、
そ
の
名
が
ど
う
し
た
わ
け
か
見
當
ら

（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
い
。
分
量
的
に
み
る
と
、
松
岡
、
村
田
、
棋
村
三
人
の
意
見
が
も
つ
と
も
多
い
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
松
岡
の
主
張
は
進
歩
的
で
あ
り
、
村

田
、
横
村
等
の
保
守
的
見
解
と
は
か
な
り
す
る
ど
く
封
凱
し
て
い
る
。
委
員
禽
の
會
議
は
、
爾
派
に
分
か
れ
て
は
げ
し
い
討
議
が
行
わ
れ
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
再
調
査
案
第
二
〇
七
燦
「
父
叉
ハ
母
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
成
年
叉
ハ
自
治
産
二
至
リ
タ
ル
同
居
ノ
子
ヲ
其
佳
家

ヨ
蓮
夢
告
ト
ヲ
得
」
（
葎
罐
」
衝
し
、
槙
村
は
父
子
は
同
居
す
べ
き
墓
る
と
の
霧
か
ら
「
父
子
ノ
間
ヲ
隔
ツ
姦
キ
婆

立
ツ
ル
ハ
不
可
故
創
ル
」
と
主
張
し
、
松
岡
は
「
同
居
ノ
子
ヲ
共
佳
家
ヨ
リ
遠
サ
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
蕎
時
ノ
勘
當
同
様
二
至
ラ
ン

或
ハ
叉
親
タ
ル
者
自
己
ノ
便
利
ノ
爲
メ
子
ノ
身
上
二
鍛
疵
ヲ
附
シ
テ
之
ヲ
遠
サ
ク
ル
場
合
ナ
シ
ト
セ
ス
有
二
付
本
條
ハ
捌
除
シ
タ
シ
」
と
勘
當
の

復
活
及
び
親
が
濫
用
す
る
危
瞼
を
述
べ
て
い
る
が
、
同
じ
創
除
論
で
も
そ
の
理
由
は
全
く
相
反
し
て
お
り
、
雨
者
の
老
え
方
の
相
異
を
如
實
に
物

　
　
　
（
6
）

語
つ
て
い
る
（
熟
離
驚
諺
確
拙
）
。
そ
し
て
結
果
的
に
み
る
と
、
村
田
、
弩
筆
主
磐
た
塔
的
見
蟹
手
し
て
欝
さ
れ
、
次
の

元
老
院
提
出
案
に
織
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
、
主
な
惹
論
議
を
み
る
に
、
再
調
査
案
の
第
六
九
條
「
夫
婦
ハ
互
二
貞
實
ヲ
守
リ
居
住
ヲ
同

フ
シ
相
扶
助
ス
可
シ
」
に
射
し
、
村
田
は
「
夫
ヨ
リ
婦
二
蜀
シ
テ
貞
ヲ
守
ル
ト
ハ
古
來
未
タ
聞
カ
サ
ル
所
」
と
の
理
由
か
ら
「
貞
實
」
を
「
信
實
」

に
修
正
す
る
意
見
を
提
出
、
棋
村
は
「
民
闇
或
く
貞
夫
貞
男
等
ノ
字
ヲ
作
ル
ノ
備
ト
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
」
と
て
そ
れ
に
同
調
し
た
が
、
結
局
元

老
院
提
出
案
に
は
そ
の
隻
謙
葡
除
さ
れ
て
長
つ
た
．
裁
判
離
婚
原
因
の
項
二
端
讐
、
癬
隼
森
家
墨
ン
シ
親
庫
シ
西

洋
人
各
個
猫
立
ヲ
主
意
ト
シ
親
族
離
隔
ヲ
喜
フ
如
キ
人
情
二
異
ナ
リ
故
二
婚
姻
必
ス
家
ヲ
齊
フ
ル
ヲ
以
テ
要
件
ト
ス
家
ヲ
飢
り
親
族
相
恥
ク
如
キ

モ
ノ
ハ
離
婚
ノ
原
因
卜
爲
サ
・
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
、
「
其
家
ノ
尊
鋤
親
二
封
ス
ル
暴
虐
脅
迫
重
大
ナ
侮
辱
叉
ハ
其
家
ノ
尊
属
親
ヨ
リ
加
フ
ル
暴



虐
脅
迫
」
蓋
加
す
る
こ
と
窺
案
、
元
護
欝
案
に
窺
し
た
（
僻
狸
）
．
ま
た
同
條
の
「
姦
禮
シ
夫
ノ
姦
通
ハ
婦
・
響
テ
震
ヲ
加

フ
ル
場
合
二
限
ル
」
か
ら
後
の
方
の
「
姦
通
」
の
文
字
を
創
る
尾
崎
（
三
）
、
尾
崎
（
忠
）
の
意
見
も
實
現
し
た
（
欄
糠
）
。
「
夫
ニ
ハ
姦
通
ナ
シ
」

と
の
理
由
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
項
で
は
再
調
査
案
第
一
五
三
條
「
配
偶
者
ア
ル
者
ハ
共
配
偶
者
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
一
一
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト

ヲ
得
ス
但
配
偶
者
力
共
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
ス
叉
ハ
正
當
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
承
諾
ヲ
拒
ム
ト
キ
ハ
此
限
リ
ニ
在
ラ
ス
」
に
封
し
、
村
田
は
「
配
偶

者
一
方
ノ
不
承
諾
ナ
ル
養
子
ヲ
強
ヒ
テ
爲
ス
ニ
至
テ
ハ
一
家
ノ
和
睦
ヲ
破
ル
基
タ
レ
ハ
此
ノ
如
キ
場
合
ハ
成
ル
ヘ
ク
法
律
二
禍
ケ
サ
ル
ヲ
善
シ
ト

ス
」
と
の
立
崇
ら
「
嵜
ノ
書
ナ
ク
；
承
諾
ヲ
誓
ト
キ
」
の
裂
窺
案
、
元
老
院
提
出
案
醤
畢
た
（
慰
．
こ
の
よ
庭
蒙

ヲ
重
ン
シ
」
　
「
一
家
ノ
和
睦
」
を
計
る
趣
旨
か
ら
な
さ
れ
た
多
く
の
修
正
は
成
就
し
た
が
、
そ
の
反
面
、
松
岡
の
進
歩
的
主
張
は
ほ
と
ん
ど
敗
れ

て
い
る
。
例
え
ば
再
調
査
案
第
十
一
條
二
項
「
嫡
母
、
綴
父
叉
ハ
羅
母
ト
其
配
偶
者
ノ
子
ト
ノ
關
係
ハ
親
子
二
准
ス
」
に
封
し
「
親
罐
ヲ
行
フ
モ
ノ

ハ
天
縁
ノ
父
母
タ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
生
母
叉
ハ
生
父
ア
ル
ニ
嫡
母
叉
ハ
纏
父
等
ヲ
法
律
上
二
認
メ
置
ク
ハ
生
母
生
父
ノ
椹
利
義
務
ト
爾
立
セ
ス
」

と
の
理
由
か
ら
そ
れ
ら
の
名
稻
を
慶
止
す
る
提
案
、
戸
主
に
非
ざ
る
者
に
も
養
子
を
許
す
べ
し
と
す
る
意
見
、
ま
た
は
第
一
草
案
第
一
七
八
條

「
夫
若
ク
ハ
婦
ハ
其
婚
姻
中
認
知
シ
タ
ル
子
ヲ
其
住
家
二
入
ル
・
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
配
偶
者
承
諾
ス
ル
ト
キ
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス
」
の
復
活
論
等
は
、

い
ず
れ
も
元
老
院
提
出
案
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
村
田
、
棋
村
等
の
保
守
的
、
後
退
的
修
正
案
の
全
て
が
、
元
老
院
提
出
案

に
實
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
再
調
査
案
第
三
三
條
「
子
ハ
父
母
ノ
許
諾
ヲ
、
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
婚
姻
ヌ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
男
ハ
満
三

十
年
女
ハ
滞
二
十
五
年
ノ
後
ハ
許
諾
ヲ
得
ス
ト
雛
エ
、
之
ヲ
請
フ
ヲ
以
テ
足
ル
」
の
但
書
創
除
論
（
櫃
村
）
、
戸
主
が
後
見
人
な
る
と
き
は
親
族
會
を

不
用
と
す
る
意
見
（
棋
村
）
、
再
調
査
案
第
一
〇
五
條
「
裁
判
所
ハ
離
婚
ノ
裁
判
二
於
テ
曲
者
タ
ル
一
方
コ
リ
直
者
タ
ル
一
方
二
養
料
ヲ
給
ス
可

キ
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
の
削
除
論
（
村
田
）
、
裁
判
離
婚
原
因
（
謡
簗
九
）
の
「
姦
禮
夫
ノ
甕
辱
一
弩
テ
肇
茄
フ
ル
場
合
、
、
限

ル
」
を
「
夫
ノ
姦
通
ハ
有
夫
姦
ノ
外
之
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ハ
唯
姦
通
ト
ノ
ミ
掲
ク
ル
ト
キ
ハ
其
所
爲
罪
ト
爲
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
離
婚
ノ
原
因
ト

ナ
シ
婦
ヨ
リ
容
易
二
解
婚
ヲ
求
ム
ル
」
か
ら
「
姦
通
但
刑
二
問
フ
ヘ
キ
場
合
二
限
ル
」
に
修
正
せ
ん
と
す
る
提
案
（
村
田
）
等
は
、
元
老
院
提
出
案

　
　
　
明
治
二
十
三
年
毘
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
三
八
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
三
九
〇
）

に
入
つ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
修
正
案
は
、
委
員
禽
で
多
数
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
も
の
と
田
心
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
再
調
査
案
に
饗
す
る
法

律
取
調
委
員
會
の
審
議
を
友
罐
の
動
向
か
ら
み
れ
ば
、
再
調
査
案
を
さ
ら
に
「
本
邦
固
有
ノ
美
風
」
的
に
修
正
し
「
我
人
情
二
適
ス
ル
モ
ノ
多
キ

ヲ
加
ヘ
ン
」
と
し
た
も
の
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
い
わ
ば
再
調
査
案
に
鋼
す
る
「
家
族
制
度
」
的
強
化
の
提
案
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
が
或
る
程

度
ま
で
實
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
再
調
査
案
が
さ
ら
に
修
正
さ
れ
、
法
律
取
調
委
員
會
の
最
終
案
た
る
元
老
院
提
出
案
全
四
ニ
ヨ
條
の
人
事
編
が
完
成
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

山
田
委
員
長
よ
り
政
府
に
提
出
さ
れ
た
の
は
二
十
三
年
四
月
一
日
で
あ
つ
た
。
こ
の
草
案
で
は
、
戸
主
椹
に
關
す
る
規
定
は
ど
の
よ
う
に
攣
貌
し

た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
前
掲
「
民
法
人
事
編
二
翼
ス
ル
各
意
見
」
を
手
が
か
り
と
し
て
再
調
査
案
の
修
正
事
情
を
参
照
し
っ
つ
、
元
老
院
提
出

案
に
お
け
る
戸
主
制
度
と
戸
主
椹
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
全
禮
の
章
別
を
み
る
に
、
第
二
章
に
「
國
民
分
限
」
を
復
活
し
た
の
で
（
第
一
草
案

に
は
存
在
し
た
）
以
下
の
章
の
番
號
が
ず
れ
て
、
「
戸
主
及
ヒ
家
族
」
は
第
十
三
章
と
な
つ
た
。
そ
れ
は
全
二
十
七
ヵ
條
か
ら
成
つ
て
い
る
。
次
に

そ
の
條
文
を
掲
げ
る
が
、
再
調
査
案
と
同
じ
條
文
は
特
別
の
場
合
を
除
き
、
煩
を
避
け
て
、
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
e

（
叢
議
叢
霧
照
さ
れ
た
い
．

第
三
百
五
十
條
　
　
（
戸
主
家
族
の
意
義
）
再
調
査
案
第
三
百
四
十
二
條
に
同
じ
。

第
三
百
五
十
一
條
　
　
（
戸
主
家
族
の
任
務
）
再
調
査
案
第
三
百
四
十
三
條
に
同
じ
。

第
三
百
五
十
二
條
　
（
戸
主
の
家
族
に
醤
す
る
義
務
）
再
調
査
案
第
三
百
四
十
四
條
に
同
じ
。

第
三
百
五
十
三
條
　
（
家
族
の
財
産
所
有
の
権
利
）
再
調
査
案
第
三
百
四
十
五
條
に
同
じ
。

〔
再
調
査
案
第
三
百
四
十
六
條
）
　
家
族
ハ
婚
姻
其
他
ノ
原
因
二
由
リ
テ
其
家
ヲ
去
ル
ト
キ
ハ
所
有
財
産
ヲ
携
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
。
棋
村
の
「
前
條
已
二
財
産
ノ
所
有
椹
ヲ
有
ス
ト
ア
レ
ハ
之
ヲ
捨
ル
モ
携
ル
モ
其
椹
内
ニ
ア
リ
更
に
掲
ル
コ
ト
不
用
ナ

　
リ
」
と
の
提
案
が
う
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。



第
三
百
五
十
四
條
　
家
族
ハ
婚
姻
叉
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
年
齢
二
拘
ラ
ス
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ
但
推
定
家
督
相
績
人
二
非
サ
ル

　
家
族
力
其
家
ヲ
去
ル
場
合
二
於
テ
ハ
此
許
諾
ヲ
必
要
ト
セ
ス

　
然
レ
ト
モ
戸
主
力
第
四
十
六
條
第
四
十
七
條
又
ハ
第
百
七
十
條
ノ
規
定
二
因
リ
テ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
タ
ル
ト
キ
ハ
本
條
ノ
許
諾
ヲ
要
セ
ス

　
戸
主
ノ
許
諾
書
ハ
推
定
家
督
相
績
人
二
付
テ
ハ
婚
姻
叉
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
申
出
ヲ
爲
ス
時
其
他
ノ
家
族
二
付
テ
ハ
婚
姻
叉
ハ
縁
組
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
儀
式
ヲ
行
ヒ
タ
ル
届
出
ヲ
爲
ス
時
二
於
テ
之
ヲ
身
分
取
扱
官
吏
二
差
出
タ
ス
可
シ

　
註
　
再
調
査
案
第
三
百
四
十
七
條
の
「
身
分
取
扱
人
」
が
「
身
分
取
扱
官
吏
」
と
攣
つ
た
だ
け
で
あ
る
。
第
四
十
六
條
（
婚
姻
に
つ
い
て
戸
主
が
父
母
と
し
て
許

　
　
諾
を
與
え
る
場
合
）
第
四
十
七
條
（
婚
姻
に
っ
い
て
戸
主
が
祀
父
母
と
し
て
許
諾
を
與
え
る
揚
合
）
第
百
七
十
條
（
浦
十
五
歳
以
上
の
者
の
豫
組
承
諾
に
つ
い

　
　
　
て
戸
主
が
父
母
又
は
祖
父
母
と
し
て
許
諾
を
興
え
る
場
合
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
再
調
査
案
第
三
十
ミ
條
第
三
十
四
條
第
百
五
十
九
條
に
同
じ
。

　
　
本
條
は
、
結
果
的
に
は
實
質
的
修
正
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
が
、
戸
主
権
の
重
要
な
中
心
黙
で
あ
る
の
で
、
委
員
間
に
は
げ
し
い
議
論
が
あ
つ

　
た
よ
う
で
あ
る
。
村
田
は
第
一
項
の
「
年
齢
二
拘
ラ
ズ
」
と
そ
の
但
し
書
を
削
り
、
ま
た
第
二
項
も
創
っ
て
新
ら
た
に
第
二
項
と
し
て
「
戸
主

　
ノ
許
諾
書
ハ
婚
姻
叉
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
申
出
ヲ
爲
ス
ト
キ
之
ヲ
身
分
取
扱
人
二
差
出
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
文
言
を
入
れ
る
論
を
主
張
し

た
．
そ
の
理
由
は
「
年
齢
・
蓼
ズ
」
と
い
至
「
篁
＋
覆
（
藻
鞍
臨
は
叢
彗
ノ
年
齢
・
霜
ハ
ラ
サ
劣
暫
見
解
ヲ
下

　
ス
モ
ノ
ア
ラ
ン
」
ま
た
「
但
以
下
ヲ
創
リ
タ
ル
ハ
」
　
「
一
家
ノ
長
ト
シ
テ
其
家
ヲ
整
理
ス
ル
者
力
其
家
族
ノ
随
意
二
去
ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
ハ
不
都

　
合
ナ
ラ
ン
叉
家
族
ト
シ
テ
養
育
及
ヒ
教
育
ヲ
受
ル
身
ト
シ
テ
其
家
長
ノ
許
ヲ
得
ス
シ
テ
家
ヲ
去
ル
モ
亦
不
都
合
ナ
ラ
ン
因
リ
テ
之
ヲ
創
除
セ

リ
」
さ
ら
に
「
第
項
ヲ
修
正
シ
タ
ル
ハ
獲
憲
相
婆
ノ
慧
ト
ア
レ
ト
モ
第
薯
＋
襖
（
輌
響
案
）
雍
褒
督
醒
炎
他
人
ノ

　
養
子
ト
爲
ル
ヲ
得
ス
ト
ア
レ
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
ナ
シ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
意
見
は
多
数
の
賛
成
を
得
ら
れ

　
な
か
つ
た
と
み
え
て
、
實
現
し
な
か
つ
た
。
村
田
と
は
全
然
別
の
立
場
か
ら
、
松
岡
も
ま
た
修
正
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。
　
「
家
族
ハ
婚
姻

　
嫁
嬰
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
別
二
一
家
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
戸
主
ノ
許
諾
ア
ル
ト
キ
ハ
其
家
二
同
居
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
云
フ
意
義
二
修
正
シ
タ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
三
九
一
）



　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
灌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
三
九
二
）

　
シ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
棋
村
、
北
畠
は
一
癒
賛
成
し
た
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
松
岡
が
「
一
家
新
立
ト
分
家
ノ
、
匿
別
ヲ
置
ク
ハ
不

　
用
ナ
リ
」
と
主
張
す
る
に
及
ん
で
、
棋
村
は
「
分
家
ハ
宗
家
二
相
績
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
入
テ
宗
家
ヲ
相
績
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
叉
分
家
ト
云
ヘ
ハ
薪

　
跡
モ
宗
家
ト
同
一
ナ
レ
バ
一
家
新
立
ト
ハ
同
シ
カ
ラ
ス
」
と
反
封
し
た
。
な
お
松
岡
は
「
威
丁
ノ
男
子
ハ
私
権
ハ
勿
論
普
通
ノ
國
民
椹
ヲ
モ
享

　
有
ス
ヘ
シ
私
灌
及
ヒ
普
通
ノ
國
民
椹
ヲ
享
有
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
婚
姻
ヲ
爲
ス
ト
キ
ハ
焉
ン
ソ
一
家
新
立
ノ
モ
ノ
ト
認
メ
サ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
且
第
三

百
五
圭
條
（
鞘
盤
案
）
・
表
惨
糞
子
召
主
ノ
藷
曼
ケ
ス
シ
テ
鍮
ヲ
爲
多
窒
キ
ハ
簸
蒙
ヲ
薄
ス
ト
ア
ル
振
リ

　
前
述
ノ
如
ク
改
正
ス
ル
モ
本
案
ノ
精
神
ヲ
害
セ
ス
叉
泰
西
主
義
ニ
モ
協
フ
ヘ
シ
」
と
強
く
自
論
を
述
べ
、
尾
崎
三
良
の
賛
成
を
得
た
が
、
横
村

　
と
尾
崎
忠
治
の
反
封
に
遭
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
再
調
査
案
第
三
五
四
條
の
家
族
の
婚
姻
及
び
養
子
縁
組
に
封
す
る
戸
主
の
同
意
椹
を
巡
つ
て

　
は
、
保
守
、
進
歩
爾
派
の
間
に
は
げ
し
い
論
議
が
慮
酬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
村
田
の
主
張
は
、
家
を
去
る
家
族
に
封
す
る
戸
主
の
同
意
椹
の
蝿

　
化
を
企
圖
し
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
、
松
岡
の
見
解
は
成
年
家
族
の
一
家
新
立
の
自
由
を
肯
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
戸
主

　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
め

　
僅
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
根
本
的
封
立
を
示
す
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
結
局
、
爾
者
の
主
張
の
い
ず
れ
も
實
現
せ
ず
、
安
協
的
形
態
の
再
調

　
査
案
そ
の
ま
ま
の
内
容
が
、
元
老
院
提
出
案
に
ひ
き
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
百
五
十
五
條
　
（
家
族
の
分
家
、
慶
絶
家
再
興
）
再
調
査
案
第
三
百
四
十
八
條
に
同
じ
。

第
一
．
一
百
五
十
六
條
　
　
（
慶
、
絶
家
に
な
つ
て
い
る
本
家
叉
は
分
家
を
再
興
せ
ん
と
す
る
者
に
勤
す
る
戸
主
の
同
意
椹
）
再
調
査
案
第
三
百
五
十
二

　
医
こ
司
じ
。

第
三
百
五
十
七
條
　
　
（
戸
主
の
復
籍
拒
絶
椹
）
再
調
査
案
第
三
百
四
十
九
條
の
「
身
分
取
扱
人
」
を
「
身
分
取
扱
官
吏
」
と
壁
更
。

第
三
百
五
十
八
條
　
他
家
二
入
リ
テ
夫
叉
ハ
婦
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
其
配
偶
者
ノ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ト
難
モ
婚
家
ヨ
リ
更
二
他
ノ
家
二
入
ル
コ
ト
ヲ

　
得
ス

　
然
レ
ト
モ
婚
凍
及
ヒ
實
宏
ノ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
テ
實
家
二
復
帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得



　
謡
　
再
調
査
案
第
三
百
五
十
傑
に
同
じ
。

　
　
尾
崎
三
良
は
、
そ
の
第
一
項
に
つ
い
て
「
究
屈
千
萬
ニ
シ
テ
人
ノ
便
宜
ヲ
妨
ク
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
主
張
し
た
が
、
棋
村
、
渡
、
尾
崎

　
忠
治
等
の
反
封
で
、
そ
の
ま
ま
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
百
五
十
九
條
　
實
家
二
復
鮮
ス
可
キ
者
叉
ハ
復
蹄
セ
ン
ト
ス
ル
者
力
復
臨
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス

　
　
こ
れ
は
再
調
査
案
第
三
五
一
條
の
前
段
に
同
じ
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
段
の
「
又
ハ
親
族
二
係
ル
屡
家
若
ク
ハ
絶
家
ヲ
再
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

　
は
、
松
岡
の
主
張
で
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
棋
村
は
そ
の
全
文
の
創
除
を
主
張
し
た
が
、
松
岡
の
論
に
敗
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
岡
は
さ
ら
に
「
復
帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ス
ノ
文
字
ヲ
除
去
ス
レ
ハ
實
家
二
復
婦
ス
ル
ヲ
欲
セ
サ
ル
者
二
付
テ
ハ
如
何
ノ
疑
岐
ア
リ
」
と
述
べ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
こ
れ
は
第
一
草
案
第
三
九
四
條
「
他
家
ノ
入
夫
若
ク
ハ
婦
ト
爲
リ
タ
ル
者
婚
姻
無
数
若
ク
ハ
離
婚
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
實
家
二
復
師
シ
．
…
：
之
二

衡
蝕
像
駅
触
訟
訟
貧
駿
襲
ヲ
再
興
シ
蓼
蒙
琢
暑
妾
雪
ト
暑
」
（
馨
の
瑳
復
活
論
亀
え
奄
の
患

　
わ
れ
る
が
、
こ
の
方
は
實
現
し
な
か
つ
た
。
個
人
の
自
由
を
重
観
し
た
松
岡
の
進
歩
的
主
張
は
、
こ
こ
で
も
委
員
會
の
保
守
的
風
潮
に
墜
倒
さ

　
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
百
六
十
條
　
　
（
家
族
た
る
男
子
が
戸
主
の
許
諾
な
く
婚
姻
し
た
場
合
の
一
家
新
立
）
再
調
査
案
第
三
百
五
十
三
條
に
同
じ
。

第
三
百
六
十
一
條
家
督
相
績
二
因
リ
テ
戸
主
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
共
家
ヲ
駿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
分
家
ヨ
リ
本
家
ヲ
承
綴
シ
其
他
正
當
ノ
事
由
ア

　
ル
ト
キ
ハ
、
慨
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
碍
テ
廃
一
家
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
註
　
再
調
査
案
第
三
百
五
＋
四
條
　
家
督
相
績
二
因
リ
テ
戸
主
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
其
家
ヲ
慶
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
分
家
瀞
り
本
家
ヲ
承
縫
シ
又
ハ
南
尿
ノ
戸
主
力

　
　
婚
姻
ヲ
爲
ス
揚
合
二
於
テ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
再
調
査
案
第
三
五
四
條
後
段
の
修
正
に
つ
い
て
は
・
種
々
の
意
見
が
甥
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
横
村
は
、
「
家
督
相
績
二
因
リ
戸
主
ト
ナ
リ
タ

　
ル
者
ハ
其
家
ヲ
慶
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
シ
テ
但
書
二
爾
家
ノ
戸
主
婚
姻
ス
ル
｝
キ
ハ
之
ヲ
許
ス
ハ
何
ノ
コ
ト
ナ
ル
ソ
ヤ
人
ノ
家
ヲ
績
テ
之
ヲ
慶
ス

　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
醤
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
穫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
三
九
三
）



　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
樺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
三
九
四
）

　
ル
ハ
甚
タ
悪
ム
可
キ
輕
薄
二
付
キ
之
ヲ
禁
ス
ル
ハ
至
當
ナ
リ
然
ル
ニ
爾
家
ノ
戸
主
婚
姻
ス
レ
ハ
之
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
忽
チ
上
二
之
ヲ
禁
シ
タ
ル
ノ

　
意
ヲ
滅
却
ス
何
ソ
之
ヲ
許
ス
ノ
必
要
ア
ラ
ン
」
と
述
べ
、
爾
家
戸
主
婚
姻
に
依
る
駿
家
を
禁
ず
る
こ
と
を
提
案
、
尾
崎
忠
治
の
賛
成
を
得
た
。

　
村
田
は
別
に
第
三
五
四
條
に
第
二
項
を
設
け
「
然
レ
ド
モ
分
家
ヨ
リ
本
家
ヲ
承
綴
シ
叉
ハ
爾
家
ノ
戸
主
力
婚
姻
ヲ
爲
ス
ト
キ
其
家
二
奪
属
親
ア

　
ル
者
ハ
其
許
諾
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
い
う
文
言
を
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
尊
属
親
ヲ
有
ス
ル
者
力
己
レ
ノ
随
意
二

　
一
家
ヲ
腹
ス
ル
ノ
行
爲
ヲ
爲
ス
ニ
至
テ
ハ
家
内
ノ
大
混
鰍
ヲ
醸
ス
ヘ
シ
何
ナ
レ
ハ
尊
属
親
ハ
其
家
ノ
永
久
織
績
ヲ
圖
ル
モ
卑
凝
親
タ
ル
戸
主
力

　
其
好
ム
所
ノ
女
戸
主
ト
婚
姻
シ
テ
他
家
二
入
リ
一
家
ヲ
滅
亡
ス
ル
ニ
奪
厨
親
ハ
之
ヲ
如
何
ン
ト
モ
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
泣
々
其
家
ノ
滅
亡
ヲ
見
ル
ニ

　
至
ラ
ン
堂
嘆
息
ス
ヘ
キ
コ
ト
ニ
非
ス
ヤ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
松
岡
は
「
爾
家
ノ
戸
主
力
婚
姻
ス
レ
ハ
此
2
方
ハ
慶
セ
ラ
」
る
べ

　
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
家
督
相
績
二
因
リ
テ
戸
主
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ハ
其
家
ヲ
慶
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
シ
タ
ル
精
紳
二
抵
燭
ス
ル
ヲ
以
テ
慶
戸
ヲ

　
許
ス
モ
ノ
ナ
ラ
ハ
之
ヲ
許
ス
ト
シ
駿
戸
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
爾
戸
主
ノ
婚
姻
ヲ
禁
ス
ヘ
」
き
で
あ
り
、
「
故
二
本
條
ハ
捌
除
ス
ヘ
シ
」
と

　
述
べ
た
。
松
岡
の
見
解
は
、
自
由
な
慶
戸
を
希
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
尾
崎
三
良
も
「
爾
家
ノ
戸
主
力
婚
姻
ヲ
爲
ス
ニ
何
ノ
差
支
ア
ラ
ン
叉
自

　
ラ
衣
食
ス
ル
ト
キ
ハ
其
家
ヲ
塵
ス
ル
モ
可
ナ
リ
」
と
の
立
場
か
ら
松
岡
の
見
解
を
支
持
し
、
棋
村
の
意
見
に
反
封
し
た
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う

　
な
論
議
の
過
程
を
辿
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
爾
家
戸
主
婚
姻
に
よ
る
塵
家
の
項
は
削
除
さ
れ
「
其
他
正
當
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
匠
裁
判

　
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
云
々
」
と
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
腰
家
を
禁
止
す
る
と
い
う
黙
で
は
原
案
が
持
績
し
て
い
る
が
、
例
外
的

　
慶
家
の
範
園
は
雨
戸
主
の
婚
姻
を
表
面
に
あ
ら
わ
さ
ず
「
正
當
ノ
事
由
」
と
い
う
抽
象
的
文
言
に
攣
え
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
棋
村
、
尾
崎
忠

　
治
詮
と
松
岡
、
尾
崎
三
良
論
と
の
安
協
の
結
果
と
い
え
よ
う
。

第
三
百
六
十
二
條
　
戸
主
力
國
民
分
限
を
喪
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
然
慶
家
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
推
定
家
督
相
績
人
ハ
一
家
ヲ
新
立
シ
前
戸
主
ノ
康
族

　
ハ
新
戸
主
ノ
家
二
入
ル

　
置
　
再
調
査
案
第
三
百
五
十
五
條
　
戸
主
力
國
民
分
限
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
然
慶
家
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
其
家
族
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス



　
　
最
初
、
尾
崎
三
良
は
「
家
族
別
二
一
家
ヲ
新
立
ス
ル
ノ
必
要
ナ
シ
」
「
讐
ヘ
ハ
五
名
ア
ル
ト
キ
ハ
新
立
ノ
家
五
戸
ヲ
生
ス
」
「
奇
異
ト
云
ハ
サ

　
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
主
張
し
た
が
、
松
岡
は
全
條
の
創
除
を
提
案
、
棋
村
、
北
畠
、
尾
崎
忠
治
は
原
案
を
支
持
し
た
。
結
局
そ
の
後
の
討
議
で
、

　
尾
崎
三
良
の
詮
が
多
激
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
百
六
十
三
條
　
戸
主
力
婚
姻
其
他
ノ
原
因
に
由
リ
テ
適
法
二
他
家
二
入
リ
テ
慶
家
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
家
族
モ
亦
從
テ
其
家
二
入
ル

　
謡
　
再
調
査
案
第
三
百
五
十
六
條
　
戸
主
力
婚
姻
其
他
ノ
原
因
二
由
リ
テ
適
法
二
他
家
二
入
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
嘗
然
慶
家
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
其
嫁
族
モ
亦
從
テ
其
家

　
　
　
二
入
ル

　
　
修
正
の
理
由
は
「
再
調
査
案
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
末
家
ノ
戸
主
力
本
家
ヲ
承
糠
ス
ル
ニ
モ
新
立
ノ
家
ノ
戸
主
力
他
家
二
入
ル
ニ
モ
必
ス
其
家
ヲ
慶

　
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
可
シ
斯
ノ
一
定
二
慶
家
ト
ス
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
コ
ト
ナ
ラ
ス
ヤ
末
家
モ
新
家
モ
相
績
ス
ベ
キ
入
ア
ラ
ハ
之
二
相
績
セ
シ
メ
其
人

　
ナ
ケ
レ
ハ
塵
ス
ル
モ
敢
テ
不
可
ナ
ル
可
シ
從
來
ノ
慣
習
モ
亦
此
ノ
如
シ
」
と
い
う
棋
村
の
主
張
が
、
う
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
る
べ

　
く
塵
家
を
制
止
せ
ん
と
す
る
企
圖
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
百
六
十
四
條
　
（
分
家
又
は
慶
絶
家
再
興
及
び
一
家
新
立
の
戸
主
の
婦
及
び
卑
属
親
の
所
属
）
再
調
査
案
第
三
百
五
十
七
條
に
同
じ
。

第
三
百
六
十
五
條
　
卑
属
親
ヲ
有
ス
ル
家
族
力
婚
姻
又
ハ
縁
組
二
因
リ
テ
他
家
二
入
ル
ト
キ
ハ
卑
属
親
ハ
の
ホ
實
家
二
属
ス

　
　
再
調
査
案
第
三
五
八
條
の
「
卑
属
親
ヲ
有
ス
ル
者
」
を
「
卑
属
親
ヲ
有
ス
ル
家
族
」
と
改
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
尾
崎
三
良
の
提
案
に
「
全

　
員
賛
成
」
し
た
た
め
で
あ
る
。

第
三
百
六
十
六
條
　
（
卑
属
親
を
有
す
る
者
が
婚
姻
、
縁
組
の
無
数
叉
は
離
婚
、
離
縁
の
た
め
去
家
し
た
場
合
の
そ
の
卑
属
親
の
所
風
）
再
調
査

　
案
第
三
百
五
十
九
條
に
同
じ
。

第
三
百
六
十
七
條
　
（
家
族
の
認
知
し
た
私
出
子
に
封
す
る
戸
主
の
入
籍
同
意
椹
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
條
に
同
じ
。

〔
再
調
査
案
第
三
百
六
十
一
條
）
　
父
母
ノ
婚
姻
二
因
リ
テ
正
出
ト
爲
リ
タ
ル
私
出
子
ハ
當
然
其
父
母
ノ
家
二
属
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
三
九
五
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
三
九
六
）

　
　
本
條
は
削
除
さ
れ
た
。
「
此
條
不
用
ニ
シ
テ
且
害
ア
リ
私
出
子
巳
二
他
家
へ
嫁
ス
ル
後
父
母
婚
姻
ス
ル
ト
キ
ハ
此
私
出
子
ハ
正
出
ト
ナ
ル
ト

　
難
モ
他
家
ノ
婦
ニ
シ
テ
決
シ
テ
父
母
ノ
家
ニ
ハ
風
セ
サ
ル
ヘ
シ
再
調
案
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
之
ヲ
モ
父
母
ノ
家
二
嵐
セ
シ
ム
ル
カ
如
シ
故
二
創
ル
」

　
と
い
う
横
村
の
主
張
に
封
し
、
松
岡
は
「
別
二
明
記
セ
サ
ル
モ
必
寛
無
論
ナ
レ
ハ
捌
除
ス
ヘ
シ
」
と
述
べ
「
各
員
賛
成
」
し
た
た
め
で
あ
る
。

第
三
百
六
十
八
條
　
　
（
父
母
の
知
れ
ざ
る
子
の
一
家
新
立
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
二
條
に
同
じ
。

第
三
百
六
十
九
條
　
　
（
家
族
の
引
取
入
籍
に
封
す
る
戸
主
の
許
諾
椹
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
三
條
に
同
じ
。

第
三
百
七
十
條
　
　
（
家
族
の
私
出
子
引
取
入
籍
に
封
す
る
戸
主
の
許
諾
椹
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
四
條
に
同
じ
。

第
三
百
七
十
一
條
　
前
二
條
ノ
規
定
二
從
ヒ
テ
引
取
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
引
取
ノ
日
ヨ
リ
其
家
ノ
家
族
ト
爲
リ
且
引
取
リ
タ
ル
者
ノ
子
タ
ル
僅
利
ヲ
有

　
ス

　
第
三
百
六
十
三
條
ノ
場
合
二
於
テ
モ
亦
本
條
ノ
規
定
二
從
フ

　
　
本
條
は
再
調
査
案
に
は
な
く
、
新
規
の
規
定
で
あ
る
が
、
立
法
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
。

第
三
百
七
十
二
條
　
戸
主
力
家
族
二
封
シ
テ
婚
姻
其
他
ノ
事
件
二
付
キ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
場
合
二
於
テ
未
成
年
ナ
ル
ト
キ
叉
ハ
共
意
思
ヲ
表
ス
ル

　
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
戸
主
二
蜀
シ
テ
親
椹
ヲ
行
フ
者
叉
ハ
戸
主
ノ
親
族
禽
之
ヲ
代
表
ス

　
註
　
再
調
査
案
第
三
百
六
十
五
條
に
「
戸
主
二
封
シ
テ
親
椹
ヲ
行
7
者
」
と
い
う
文
言
を
挿
入
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
棋
村
は
「
未
成
年
ノ
戸
主
二
父
母
ア
ル
ト
キ
ハ
後
見
人
モ
親
族
會
モ
組
織
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
父
母
ナ
キ
ト
キ
ハ
後
見
人
」
が
あ
る
故
、
　
コ
戸
主

　
二
封
シ
親
樺
ヲ
行
フ
者
叉
ハ
後
見
人
叉
ハ
戸
主
ノ
親
族
禽
之
ヲ
代
表
ス
」
と
い
う
修
正
案
を
提
出
、
村
田
は
「
戸
主
ト
雄
モ
…
…
成
年
又
ハ
自

　
治
産
二
至
ル
マ
テ
親
擢
二
脈
從
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
「
父
母
ハ
其
未
成
年
ノ
子
ノ
総
テ
ノ
灌
利
行
爲
二
付
キ
之
ヲ
代
表
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
親
椹
ヲ

　
行
フ
者
ヲ
除
イ
テ
親
族
會
力
之
ヲ
代
去
ス
ル
穏
當
ナ
ブ
ス
」
と
の
立
場
か
ら
「
戸
主
二
親
椹
ヲ
行
フ
モ
ノ
ナ
キ
ト
キ
ハ
親
族
禽
之
ヲ
代
表
ス
」

　
と
い
う
修
正
案
を
提
出
、
こ
れ
に
、
尾
崎
三
良
、
尾
崎
忠
治
、
松
岡
が
賛
成
し
、
字
句
を
若
干
攣
更
し
て
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
模
村
の
提



　
案
し
た
「
後
見
人
」
を
村
田
等
が
な
ぜ
無
覗
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

第
三
百
七
十
三
條
　
　
（
入
夫
婚
姻
の
場
合
の
戸
主
椛
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
六
條
に
同
じ
。

第
三
百
七
十
四
條
　
（
戸
主
失
踪
の
場
合
の
戸
主
樺
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
七
條
に
同
じ
。

第
三
百
七
十
五
條
　
（
戸
主
の
失
踪
に
よ
る
絶
家
）
再
調
査
案
第
三
百
六
十
八
條
に
同
じ
。

第
三
百
七
十
六
條
　
戸
主
死
去
シ
テ
一
介
年
内
二
家
督
相
績
入
ノ
申
述
ナ
キ
ト
キ
ハ
當
然
絶
家
シ
其
家
族
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス

　
　
謳
　
再
調
査
案
第
三
百
六
十
九
條
の
末
尾
に
「
其
家
族
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス
」
を
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
再
調
査
案
第
三
百
七
十
條
…
第
三
百
七
十
五
條
）
全
部
創
除
。

　
　
元
老
院
提
出
案
は
、
別
に
戸
籍
法
の
制
定
を
豫
定
し
て
い
る
た
め
（
諜
㈱
じ
、
再
調
査
案
に
含
ま
れ
て
い
た
手
績
規
定
を
全
て
省
略
し
た
の

　
で
あ
る
。

　
以
上
は
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
「
戸
主
ト
家
族
」
の
章
の
全
貌
で
あ
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
も
村
田
、
棋
村
等
の
保
守
的
提
案
が
う
け
入
れ

ら
れ
、
修
正
を
加
え
ら
れ
た
條
文
嚢
霞
あ
る
が
（
調
墾
鱗
）
、
大
讐
家
て
舞
嚢
案
が
そ
の
叢
の
奪
引
き
つ
が
れ
奄
の
参

い
。
殊
に
聞
題
を
戸
主
椹
に
限
定
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
再
調
査
案
と
は
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
つ
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
家
族
の
私
出
子
入

籍
の
許
穣
（
毒
毯
、
引
取
入
籍
許
諾
焚
瀬
〉
、
配
響
死
亡
愚
曇
家
覆
騨
ん
与
る
豪
・
の
壽
奨
億
〉
、
釜
の
鑛

ま
た
養
子
縁
組
に
關
す
る
許
諾
椹
並
び
に
之
に
伴
う
復
籍
拒
絶
槽
（
｝
一
盃
姻
撫
）
、
駿
絶
家
と
な
つ
て
い
る
本
家
、
分
家
を
再
興
せ
ん
と
す
る
者
に

等
る
許
藤
（
薩
〉
、
家
族
を
馨
し
、
普
嚢
育
姦
準
る
義
墓
、
穂
）
簿
、
再
調
査
案
と
何
舞
つ
て
い
蛮
．
も
ち
ろ
ん
毒
の

過
程
に
お
い
て
は
、
第
三
五
四
條
の
場
合
の
ご
と
く
、
村
田
等
に
よ
つ
て
戸
主
椹
強
化
の
修
正
意
見
が
提
出
さ
れ
た
が
、
松
岡
、
尾
崎
三
良
等
の

反
撃
に
禽
い
、
成
功
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
　
「
戸
主
ト
家
族
」
の
章
以
外
に
あ
ら
わ
れ
た
戸
主
椹
に
つ
い
て
も
、
家
族
の
禁
治
産
、

準
馨
産
の
宣
婁
た
馨
の
審
最
泊
椹
（
蕪
縣
砦
熱
凝
訟
藷
隷
蘂
酢
條
）
、
家
族
の
後
昊
蓋
保
笑
と
馨
甕

　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
樺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
三
九
七
）



　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
三
九
八
）

義
務
（
濡
翻
階
篠
鵬
窯
託
蘇
だ
億
葡
謙
醸
に
軌
蘇
七
條
V
、
推
定
家
督
相
績
人
が
養
親
と
な
る
場
合
の
許
諾
椹
（
濡
糊
隆
撚
卜
掘
、
一
縣
三
條
〉
等
、
ま
た
は
「
戸

主
馨
経
い
戸
毒
」
と
い
貌
る
「
氏
を
準
る
輪
」
（
蕪
隆
縫
攣
拶
條
V
、
「
獲
窪
燕
利
」
（
蕪
馨
鷹
籍
歩
條
）
も
、

再
調
査
案
と
全
く
同
一
で
あ
る
。

　
元
老
院
提
出
案
を
再
調
査
案
と
比
較
す
る
と
き
、
全
般
的
に
い
う
な
ら
ば
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
か
な
り
大
幅
に
保
守
、
派
の
主
張
が
探
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
跡
が
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戸
主
権
に
つ
い
て
は
村
田
、
棋
村
等
の
意
見
が
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
法
律
取
調
委
員
會
内
部
の
意
向
が
、
そ
の
難
に
關
し
て
す
で
に
限
界
に
到
達
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
5
。
こ
の
よ
う
な
黙
を
ふ
く

み
、
元
老
院
提
出
案
全
髄
に
醤
し
て
も
保
守
派
に
取
つ
て
は
、
か
な
り
不
満
の
跡
が
の
こ
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
次
の
元
老
院
調

査
委
員
會
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
委
員
と
し
て
登
場
し
た
村
田
、
棋
村
等
が
、
こ
ん
ど
は
彼
等
に
有
利
な
雰
園
氣
の
裡
に
、
修
正
の
主
導
槽
を
握

っ
て
活
躍
し
た
の
は
、
法
律
取
調
委
員
會
で
は
果
し
え
な
か
つ
た
主
張
を
實
現
せ
ん
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
「
民
法
二
闘
ス
ル
諸
意
見
書
綴
込
」
（
學
振
版
）
　
八
四
枚
以
下
。
こ
の
文
書
は
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
」
（
三
）
ニ
ハ
五
枚
以
下
に
も
あ
る
。

　
　
　
本
稿
に
引
用
す
る
各
委
員
の
意
見
は
、
全
て
、
こ
れ
ら
の
丈
書
に
振
る
。
因
み
に
日
本
學
術
振
興
會
が
昭
和
十
年
以
降
、
約
六
力
年
の
歳
月
を
費
し
て
、
奮
司

　
　
　
法
省
所
藏
の
法
典
編
纂
關
係
費
料
を
数
十
珊
の
タ
イ
プ
印
刷
版
に
し
て
覆
刻
し
た
こ
と
は
、
後
ち
の
研
究
家
に
は
か
り
知
れ
ざ
る
便
宜
を
供
與
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
り
、
眞
に
賞
讃
す
べ
き
業
績
乏
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
原
本
と
さ
れ
た
司
法
省
所
藏
丈
書
の
綴
り
込
み
は
、
か
な
ら
ず
し
も
系
統
的
に
同
一
種
類

　
　
　
の
資
料
を
編
纂
し
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
同
一
丈
書
が
別
冊
に
重
複
し
て
つ
づ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
綴
込
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
覆
刻
さ
れ
て
い

　
　
　
る
の
で
、
費
料
の
検
索
に
も
不
便
が
多
く
、
ま
た
資
料
重
複
の
個
所
は
無
駄
な
努
力
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
覆
刻
の
封
象
に
選
ば
れ
た
原
本
の
取
捨

　
　
　
選
擦
に
も
、
正
鵠
を
え
な
い
鮎
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
れ
た
貴
重
な
文
書
の
中
に
は
、
今
次
職
箸
の
疎
開
さ
わ
ぎ
で
散
逸
し
て
し
ま
つ
た
も
の
が
あ
る
の
は
、
建

　
　
　
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
朧
を
得
て
蜀
を
望
む
も
の
で
あ
り
、
あ
の
時
代
に
、
あ
れ
だ
け
の
大
事
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
わ

　
　
　
れ
わ
れ
は
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
2
×
3
）
　
委
員
各
は
登
て
姓
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
尾
崎
姓
は
二
人
い
る
の
で
「
、
冗
尾
崎
」
と
「
尾
崎
」
と
曹
か
れ
て
い
る
。
「
元
」

　
　
　
は
元
老
院
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
元
尾
崎
」
は
元
老
院
の
尾
崎
三
良
を
意
味
し
、
大
審
院
の
尾
崎
忠
治
は
た
だ
「
尾
崎
」
と
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
）
　
箕
作
麟
鮮
（
司
法
象
官
・
一
二
年
一
一
月
i
二
四
年
六
月
〉
は
、
二
十
三
年
三
月
枢
密
院
で
行
わ
れ
た
民
法
（
助
渣
編
・
財
産
取
得
編
第
一
部
・
捲
保
編
・



（
5
）

（
6
）

（
7
）

詮
隷
編
）
審
査
會
に
は
、
政
府
側
か
ら
法
律
取
調
委
員
の
賓
格
で
出
席
し
て
い
る
か
ら
（
「
奮
民
法
編
纂
沿
革
」
學
振
版
・
六
枚
裏
）
、
再
調
査
案
審
査
の
折
に

も
取
調
委
員
在
任
中
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
南
部
麗
男
（
大
審
院
民
事
第
一
局
長
・
二
〇
年
五
月
i
二
四
年
四
月
）
は
、
あ
る
い
は
取
調
委
員
を
退
任
し
て
い

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
確
謹
を
え
な
い
の
で
後
考
を
ま
ち
た
い
。

　
法
律
取
調
委
員
會
に
お
け
る
松
岡
の
進
歩
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
星
野
通
博
士
の
三
つ
の
論
考
が
あ
る
（
奮
民
法
典
と
松
岡
康
毅
の
身
分
法
論
・
穗
積
先
生

追
悼
論
丈
集
「
家
族
法
の
諸
問
題
」
所
載
、
再
び
「
奮
民
法
典
と
松
岡
康
毅
の
身
分
法
論
」
に
っ
い
て
・
松
山
商
大
論
集
第
三
巻
第
二
號
、
「
奮
民
法
典
と
松
岡

康
毅
の
身
分
法
論
」
に
關
す
る
一
、
二
の
補
正
．
同
誌
第
三
巻
第
三
、
四
合
併
號
）
。
星
野
博
士
が
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
は
　
「
松
岡
康
毅
先
生
傳
」

（
昭
和
九
年
）
所
載
の
「
意
見
書
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
多
少
訂
正
檜
補
し
た
も
の
が
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
意
見
書
」
（
一
號
）
學
振
版
・
一
枚
以
下
に
も
あ

る
。
前
者
は
後
者
の
草
稿
で
あ
ろ
う
。
丈
書
に
日
附
は
な
い
が
、
財
産
取
得
編
第
二
部
の
再
調
査
案
に
勤
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
こ
の

意
見
書
で
述
べ
た
の
は
隠
居
慶
止
論
、
長
子
以
外
へ
の
財
産
分
與
論
、
相
績
施
棄
の
一
般
的
許
可
論
、
非
戸
主
財
産
の
長
子
相
綾
論
等
で
あ
る
が
、
人
事
編
再

調
査
案
に
封
す
る
意
見
と
同
じ
く
、
進
歩
的
提
案
は
全
て
實
現
せ
ず
、
彼
の
他
の
意
見
と
は
矛
盾
す
る
最
後
の
非
戸
主
財
産
長
子
相
績
諭
だ
け
が
奮
民
法
に
實

現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
意
見
は
「
相
談
會
」
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
相
談
會
」
と
い
う
註
記
は
、
前
掲
「
民
法
人
事
編
二
勤
ス
ル
各
意
見
」
の
各

所
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
取
調
委
員
の
正
式
會
議
で
は
な
く
、
委
員
有
志
が
出
席
し
た
非
公
式
の
會
合
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
「
民
法
人
事

編
二
封
ス
ル
各
意
見
」
の
末
尾
に
「
以
上
諸
條
ノ
修
正
創
除
ハ
此
草
案
ノ
騰
面
上
ユ
付
キ
或
ハ
重
複
或
ハ
転
鰯
或
ハ
不
完
全
ナ
リ
ト
ス
ル
黙
二
修
正
創
除
ヲ
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち

ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
民
法
組
織
上
ノ
利
害
得
失
ハ
敢
テ
之
ヲ
論
セ
ス
此
他
丈
章
上
二
柳
力
修
正
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
所
ア
ル
モ
是
等
ハ
議
席
二
就
キ
陳
蓮
セ
ン
ト
ス
」

（
翻
購
）
と
村
田
が
書
い
て
い
る
が
、
じ
れ
は
、
こ
の
文
書
の
内
容
が
正
式
會
議
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
被
最

近
慶
癒
義
塾
大
墨
法
學
部
研
究
室
が
入
手
し
た
村
田
保
の
「
民
法
人
事
編
再
調
査
案
に
封
す
る
意
見
」
と
題
す
る
爲
本
は
、
前
掲
「
民
法
人
事
編
に
封
す
る
各

意
見
レ
か
ら
村
田
の
分
だ
け
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
「
二
＋
三
年
一
月
」
の
日
附
と
「
委
員
長
、
各
委
員
」
と
い
う
宛
名
が
あ
る
。
本
文
の
筆
跡
は
、
村

田
自
身
で
は
な
い
が
、
欄
外
に
若
干
存
す
る
鉛
筆
の
書
入
は
村
田
の
自
筆
と
制
臨
さ
れ
る
。
村
田
が
各
委
員
に
こ
う
し
た
丈
書
を
配
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
鐙
が
な
い
の
で
疑
を
残
し
て
お
く
。

　
「
奮
民
法
編
纂
澹
革
」
學
振
版
・
七
枚
表
。
渡
正
元
委
員
の
同
顧
談
も
、
人
事
編
の
最
絡
決
定
案
が
四
一
二
ヵ
條
で
あ
つ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
大
槻
丈

彦
「
箕
作
麟
群
君
傳
」
　
コ
一
一
三
頁
）
。
「
箕
作
麟
鮮
君
傳
」
を
大
い
に
参
照
し
て
お
ら
れ
る
星
野
博
士
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
五
一
〇
ヵ
條
の
第
一
草
案
が

元
老
院
提
出
案
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
る
の
は
（
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
・
｝
○
二
頁
一
〇
七
頁
、
民
法
典
論
雫
史
・
改
版
九
〇
頁
九
八
頁
）
、
こ
の
談
話
を

見
落
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
朋
治
民
法
編
纂
の
法
典
調
査
會
に
お
い
て
、
梅
謙
衣
郎
博
士
は
こ
の
四
一
二
ヵ
條
草
案
を
「
第
二
草
案
」
と
呼
ん
で
い

明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
堪

三
九

（
三
九
九
）



　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蓉
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
四
〇
〇
）

る
（
例
え
ば
「
法
典
調
査
．
倉
議
事
速
記
録
」
學
振
版
・
第
四
五
巻
一
六
二
枚
表
）
。
最
近
、
福
島
正
夫
氏
の
編
ま
れ
た
「
法
典
詞
査
會
穗
積
陳
重
關
係
丈
書
目

墾
に
よ
る
と
、
そ
の
馨
定
詮
の
簗
患
わ
砦
四
三
ヵ
傷
あ
が
脅
、
そ
の
名
覆
「
暴
人
轟
聖
塗
（
灘
）
と
馨
て
い
る
（
四

〇
頁
）
。
お
そ
ら
く
公
式
の
統
】
的
名
稔
は
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
、
私
が
「
元
老
院
提
出
案
」
と
呼
ぶ
の
も
、
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

四
　
元
老
院
に
お
け
る
審
議
と
修
正

　
明
治
二
十
三
年
四
月
一
日
、
法
律
取
調
委
員
會
は
議
了
し
た
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
第
二
部
を
内
閣
に
呈
上
し
、
翌
月
、
内
閣
は
こ
れ
を
元

老
院
の
議
に
附
し
た
。
元
老
院
に
お
け
る
審
議
歌
況
を
知
り
づ
る
公
の
資
料
は
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
見
る
機
禽
を
も
た
な
い
が
、
村
田
保
欝
藏
の

「
民
法
入
事
編
」
（
元
老
院
提
出
案
）
に
は
、
そ
の
欄
外
蝕
白
に
、
審
議
開
始
當
初
の
禽
議
内
容
が
か
な
り
克
明
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

壷
の
装
だ
往
智
こ
と
が
雲
る
（
馨
編
墾
．
そ
歪
よ
る
と
五
月
二
士
ハ
旦
満
、
人
事
編
、
財
叢
得
羅
ヲ
霰
喬

セ
ラ
レ
委
皐
老
ヲ
選
定
」
（
聾
さ
れ
た
．
委
員
は
楠
本
正
隆
（
謝
盟
蹴
麗
霧
驚
裂
鵡
秘
騰
の
）
、
津
田
出
、
津
畏
道
、
細
川

潤
次
郎
、
棋
付
正
直
、
清
岡
公
張
、
小
畑
美
稻
、
三
浦
安
、
渡
邊
駿
、
尾
崎
三
良
、
岡
内
重
俊
、
渡
正
元
、
村
田
保
、
建
野
郷
三
、
森
山
茂
等
の

　
　
　
　
（
2
）

馨
で
あ
る
．
薯
院
農
謹
、
通
常
い
わ
ゆ
る
議
禽
の
鯉
よ
つ
て
嚢
さ
れ
る
の
が
普
導
あ
つ
て
（
舞
購
讃
）
、
調
査
奮
禽
を
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
て
の
審
議
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
翌
二
十
七
日
、
　
「
一
同
集
會
、
議
事
手
績
ノ
大
艦
ヲ
決
ス
、
委
員
長
ヲ
楠
本
、
副
委
員
長
ヲ
細
川
二

託
ス
、
濁
リ
津
田
出
欲
席
」
そ
し
て
「
穫
言
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
委
員
長
ヲ
呼
ビ
起
立
シ
テ
論
述
ス
ベ
シ
、
過
牛
数
出
席
ス
ル
ト
キ
ハ
議
事
ヲ
開
ク
、

多
歎
に
依
リ
決
ス
」
（
翻
畑
）
と
議
事
方
法
が
決
め
ら
れ
、
つ
づ
い
て
法
案
の
全
艦
に
つ
い
て
、
全
委
員
の
意
見
の
開
陳
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
か
な
り
議
論
が
罐
し
を
と
は
、
禽
議
時
間
が
「
午
前
九
堕
り
開
會
、
散
霞
壽
」
（
廻
墓
つ
を
と
か
ら
轟
定
さ
れ
る
．

各
委
員
の
喪
言
の
内
容
を
、
「
村
田
書
入
」
は
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

細
川
　
大
髄
論
。
人
事
ノ
コ
ト
ハ
財
産
ト
異
ナ
リ
最
モ
大
切
ナ
レ
ハ
暫
ク
見
合
セ
置
ク
ヘ
シ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
人
事
ノ
コ
ト
ハ
他
ノ
部
ノ
如
ク
試
験

　
ス
ル
羅
脾
二
行
カ
ヌ
。
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サ
ル
モ
取
調
委
員
其
他
ノ
カ
ヲ
暇
リ
テ
日
本
風
二
爲
サ
ン
ト
ス
。
若
シ
果
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
或
ハ
慶
案
ト
ス
ル
カ
モ
柴
レ
ヌ
。

小
畑
　
慶
案
論
ナ
レ
ト
モ
委
員
ヲ
組
ミ
之
ヲ
大
二
修
正
ス
レ
ハ
或
ハ
可
ナ
ラ
ン
。

棋
村
　
此
委
員
ニ
テ
充
分
二
修
正
ス
。
若
シ
修
正
ノ
結
果
二
因
テ
駿
案
ナ
ル
ヤ
否
ヲ
決
ス
。

渡
邊
　
棋
村
二
同
意
。
一
慮
修
正
ノ
上
二
決
ス
。

楠
本
　
日
本
風
二
引
直
ス
コ
ト
ハ
不
同
意
。
今
日
外
國
ノ
風
二
漸
ク
改
遷
ス
レ
ハ
勢
ヒ
從
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
例
ヘ
ハ
庶
子
ヲ
民
法
、
一
睨
セ
リ
。
昆

　
レ
法
律
ヲ
清
白
ニ
ス
ヘ
シ
。
清
潔
ニ
シ
テ
漸
次
其
方
向
二
赴
カ
シ
ム
ヘ
シ
。
暫
ク
猫
豫
ス
ヘ
シ
。

渡
五
法
ヲ
作
リ
タ
ル
上
ハ
人
事
ノ
コ
ト
ノ
ミ
ハ
慣
習
二
依
ル
ヘ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
。
我
國
ノ
慣
習
ノ
ミ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
不
可
ナ
リ
。
蝕
儀

　
ナ
ク
蝕
二
至
リ
タ
レ
ハ
此
十
五
員
ニ
テ
充
分
決
了
ス
ヘ
シ
。
討
論
討
議
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
國
ノ
改
良
進
歩
二
從
ヒ
止
ム
ヲ
得
ス
法
典
ヲ
作

　
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。

建
野
　
多
言
ヲ
費
サ
ス
。
第
六
章
第
二
節
私
生
子
ノ
コ
ト
ハ
朝
延
ヨ
リ
改
メ
ナ
ク
ハ
ナ
ラ
ヌ
。
是
レ
到
底
行
ハ
レ
ス
。
法
律
ハ
上
下
一
様
ニ
ス
ヘ

　
シ
。
楠
本
君
同
様
二
猫
豫
ス
ヘ
シ
。

尾
崎
　
外
國
ト
同
様
ニ
セ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
ノ
論
ハ
不
可
ナ
リ
。

森
山
　
財
産
編
其
他
ノ
法
ヲ
護
布
ス
レ
ハ
已
ム
ヲ
得
ス
議
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
先
ツ
能
フ
丈
ケ
ハ
試
二
修
正
ス
ヘ
シ
。

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
四
〇
一
）

見
合
ノ
事
二
賛
威
、
十
数
日
ノ
間
ニ
ハ
到
底
能
ハ
サ
レ
ハ
。

充
分
ス
レ
ハ
善
シ
。
若
シ
不
充
分
ナ
レ
ハ
慶
案
ト
ス
ヘ
シ
。

見
合
ハ
不
可
。
何
ト
ナ
レ
ハ
財
産
編
ハ
胴
ニ
シ
テ
人
事
編
ハ
首
ナ
レ
ハ
、
首
ナ
キ
胴
□
ロ
ノ
、
、
＼
ノ
法
律
ハ
決
シ
テ
不
可
。

反
封
。
面
夙
ル
ヘ
ク
速
カ
ニ
鎚
俄
ス
ヘ
シ
。

魔
案
。
骨
力
外
國
ナ
レ
ハ
我
々
ニ
テ
ハ
到
底
我
々
ノ
カ
ニ
テ
ハ
日
本
風
二
爲
ス
能
ハ
ス
ト
決
心
セ
シ
カ
、
自
己
ノ
一
己
ノ
力
一
一
テ
ハ
履
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n



　
　
　
明
治
∋
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
四
〇
二
）

清
岡
　
調
査
ス
ル
コ
ト
ニ
左
祖
ス
。
有
ル
カ
無
キ
カ
善
キ
カ
ト
云
ヘ
ハ
有
ル
方
力
善
キ
コ
ト
ハ
恐
ラ
ク
総
テ
同
意
ナ
ラ
ン
。

採
決
の
結
果
は
「
修
盤
九
名
、
肇
馨
名
」
（
聾
で
、
修
轟
議
が
開
磐
れ
た
の
墓
る
．
肇
甦
震
し
た
蓼
、
前
饗
言

内
容
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
細
川
、
津
田
、
楠
本
、
建
野
、
そ
し
て
残
る
一
人
は
三
浦
か
小
畑
で
あ
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
村
田
書
入
」

に
表
わ
れ
た
各
委
員
の
意
見
に
は
、
明
瞭
を
飲
く
貼
も
あ
る
が
、
修
正
論
を
唱
え
る
委
員
の
企
圖
が
「
日
本
風
二
爲
ス
」
修
正
で
あ
り
、
駿
案
論

者
中
に
も
、
そ
の
黙
の
賛
成
者
が
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
つ
て
、
奮
民
法
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
第
二
部
の
性
格
を
考
究
す
る
際
、
き
わ
め
て

注
意
を
要
す
る
黙
で
あ
ろ
う
。
こ
の
委
員
會
の
歌
況
を
、
當
時
の
時
事
新
報
（
二
三
年
六
月
一
五
日
）
は
次
の
ご
と
く
傳
え
て
い
る
。

　
　
人
事
編
並
に
財
産
編
の
績
は
目
下
元
老
院
の
會
議
に
附
し
同
院
内
調
査
委
員
の
手
に
於
て
日
〃
、
午
前
九
時
よ
り
午
後
三
時
ま
で
逐
條
調
査
を

　
爲
し
人
事
編
は
今
後
凡
て
一
週
間
程
に
て
一
鷹
調
査
を
終
り
引
績
き
財
産
取
得
編
の
績
を
取
調
べ
晩
く
も
七
月
中
に
は
上
申
の
手
筈
な
り
と
云

　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
お
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
ロ
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ふ
。
右
調
査
委
員
が
人
事
編
修
正
の
目
的
は
我
國
慣
例
の
實
際
に
戻
ら
ざ
る
を
主
と
し
西
洋
宗
教
的
の
事
は
一
切
之
を
除
き
無
釜
の
手
績
き
を

　
要
す
る
な
ど
を
省
き
親
子
訴
訟
を
爲
す
可
き
事
を
創
除
し
既
に
全
く
原
案
を
創
り
た
る
も
の
五
十
蝕
條
に
し
て
其
他
少
し
づ
つ
の
修
正
は
殆
ど

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
b
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
b
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
込
　
、
　
、

　
各
條
に
あ
り
。
近
頃
實
に
果
噺
な
る
修
正
に
し
て
草
案
と
は
全
く
面
目
を
一
新
し
た
る
有
様
な
り
。
右
の
次
第
な
る
が
故
に
最
初
原
案
全
慶
詮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ヒ
．
オ
ヒ
　
　
　
　
　
（
4
）

　
を
主
張
せ
し
人
方
も
今
は
却
て
新
法
中
に
新
法
を
得
た
る
姿
を
見
て
是
な
ら
ば
日
本
の
法
律
と
し
て
通
用
す
る
な
ら
ん
と
途
々
維
持
者
に
傾
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
調
査
委
員
は
ま
す
ま
す
勢
を
得
て
中
に
も
尾
崎
村
田
三
浦
棋
村
の
四
犠
官
は
最
も
得
意
に
壷
力
致
し
居
る
由
。
荷
此
勢
ひ
を
以
て
財
産
取
得
編

の
績
を
も
逐
條
修
正
爲
し
た
ら
ん
線
鑑
中
特
髭
二
法
眞
旦
種
の
出
墓
る
を
見
る
可
し
と
民
間
の
董
種
語
れ
久
馨

　
こ
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
修
正
は
、
七
月
下
旬
に
至
つ
て
一
鷹
終
了
し
、
ふ
た
た
び
法
律
取
調
委
員
會
に
差
戻
さ
れ
て
條
文
の
整
理
が
行
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
七
月
二
十
四
日
の
時
事
新
報
に
よ
る
と
「
爾
三
日
前
ま
で
の
調
査
委
員
會
に
て
漸
く
修
正
濟
と
な
り
た
る
も
何
分
修
正
削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
箇
條
多
く
皆
飢
難
と
な
り
居
る
を
以
て
一
先
づ
共
報
告
委
員
た
る
磯
部
四
郎
熊
野
敏
三
の
爾
氏
に
託
し
て
能
く
之
を
補
綴
せ
し
め
た
る
上
に
て

更
に
同
院
総
會
議
の
議
事
に
附
す
る
筈
な
り
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
八
月
三
日
の
東
京
日
日
新
聞
に
は
「
人
事
編
は
…
…
目
下
元
老
院
よ
り
法
律
取



（
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

調
所
へ
再
調
査
を
依
頼
せ
し
故
、
此
暑
中
に
も
拘
ら
ず
同
所
に
於
て
頻
り
に
再
調
査
を
な
し
居
る
よ
し
な
る
が
最
初
法
律
取
調
所
に
於
て
起
草
せ

し
條
勲
は
元
老
院
に
於
て
牛
数
程
に
創
正
せ
ら
れ
た
る
よ
し
」
と
あ
る
。
法
律
取
調
委
員
會
で
整
理
さ
れ
た
草
案
は
、
ま
た
元
老
院
の
委
員
禽
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

同
附
さ
れ
、
再
議
の
上
議
決
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
村
田
書
入
の
最
後
尾
に
は
「
八
月
十
八
日
元
老
院
再
調
委
員
會
ニ
テ
入
事
編
並
財
産
取
得
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

績
ノ
調
査
全
ク
結
了
シ
翌
十
九
日
議
長
二
報
告
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
約
一
ヵ
月
後
、
委
員
會
通
過
案
は
元
老
院
會
議
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
期
日
は
正
確
に
は
判
明
し
な
い
が
、
九
月
十
八
日
の
日
本
新

聞
に
は
「
本
日
よ
り
は
民
法
残
部
人
事
編
の
會
議
を
開
く
由
な
る
が
是
も
ま
た
議
論
の
種
子
な
ら
ん
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
九
月
二
十
日
の
朝
野
新

聞
に
は
「
久
し
く
元
老
院
に
在
り
し
法
例
、
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
の
綾
は
一
昨
十
八
日
を
以
て
愈
々
大
艦
議
を
通
過
し
直
ち
に
内
闇
に
逸
附

あ
り
た
れ
ば
云
方
、
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
九
月
二
十
三
日
の
日
本
新
聞
に
は
「
般
て
大
い
に
異
論
あ
る
べ
し
と
豫
想
し
た
る
民
法
残
部
は
意
外
に
異

論
な
く
爾
三
日
前
に
通
過
し
云
々
」
と
あ
る
か
ら
、
本
會
議
の
日
は
九
月
十
八
日
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
議
論
な
く
無
修
正
で
可
決
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
』
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

た
も
の
と
み
て
問
違
い
な
か
ろ
う
。
委
員
の
一
人
で
あ
つ
た
岡
内
重
俊
が
、
　
「
扱
委
員
が
斯
く
決
し
た
以
上
は
最
早
本
禽
議
に
於
て
は
格
別
異
議

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ

を
云
ふ
ま
い
。
敦
も
全
會
一
致
を
以
て
之
を
認
可
を
致
さ
う
可
決
を
致
さ
う
と
云
ふ
約
束
上
の
一
つ
の
便
宜
法
…
…
帥
ち
便
宜
法
と
は
申
し
な
が

異
當
時
元
老
院
の
馨
規
則
に
矯
せ
ざ
る
餐
窺
則
を
作
つ
て
之
寄
決
勢
羨
筆
あ
呈
し
て
云
々
」
（
馨
と
述
べ
て
喀
の

は
そ
の
謹
橡
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
か
く
し
て
元
老
院
を
通
過
し
た
民
法
人
事
編
は
、
次
に
椹
密
院
の
諮
詞
を
経
て
、
翌
十
月
七
日
法
律
第
九
十
八
號
と
し
て
財
産
取
得
編
第
二
部

と
共
に
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
元
老
院
に
お
け
る
人
事
編
の
審
議
過
程
と
、
そ
の
結
末
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
解
明
す
べ
き
重
要
な
問
題
が

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
調
査
委
員
會
通
過
案
脚
ち
元
老
院
通
過
案
と
奮
民
法
と
が
、
果
し
て
内
容
的
に
全
く
同
一
で
あ
つ
た
か
否
か
の
黙
で
あ

る
。
前
掲
岡
内
談
に
は
「
人
事
編
に
就
て
は
下
付
の
原
案
は
四
百
十
二
條
で
あ
つ
て
修
正
委
員
の
修
正
を
加
え
て
途
に
假
定
の
法
律
と
な
り
ま
し

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
穫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
四
〇
三
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
灌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
四
〇
四
）

た
の
が
言
九
＋
三
集
引
享
九
箭
除
致
し
ま
麺
」
と
あ
り
、
委
員
嘉
饗
そ
の
萎
奮
暴
（
億
．
、
一
）
と
な
つ
た
と
い
蓋
睦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
け
と
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
委
員
の
一
人
で
あ
つ
た
三
浦
安
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
談
話
を
残
し
て
い
る
。

　
　
人
事
編
に
至
り
ま
し
て
は
即
ち
日
本
の
根
源
に
關
は
り
國
艦
に
關
は
り
ま
す
と
い
ふ
こ
と
で
僅
か
の
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
頗
る

　
修
正
を
加
へ
ま
し
て
殆
ど
牛
分
ま
で
を
削
り
ま
し
た
…
…
詳
し
く
修
正
を
す
る
が
宜
い
と
云
ふ
た
が
其
事
は
出
來
ま
せ
ぬ
で
し
た
。
せ
め
て
は

　
煩
雅
に
し
て
日
本
の
贋
習
に
な
い
こ
と
を
致
し
た
丈
は
創
つ
た
方
が
宜
し
と
中
す
所
か
ら
十
分
創
つ
た
。
其
創
つ
た
の
で
は
沸
足
は
し
ま
せ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ヤ

　
併
し
如
何
せ
ん
時
日
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
ら
創
つ
た
儘
で
出
し
た
所
が
…
…
民
法
中
の
重
ぎ
人
事
編
を
復
た
内
閣
に
於
て
夫
を
修
正
が
あ
り
ま

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ト
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
も

　
し
て
詰
り
元
老
院
の
議
定
は
反
古
に
な
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
つ
づ
い
て
財
産
編
中
に
家
督
相
績
を
入
れ
た
鮎
と
準
正
の
問
題
を
批
難
し
、

　
　
こ
の
二
つ
を
以
て
し
て
類
推
し
ま
す
る
と
云
ふ
と
其
他
に
も
此
の
如
き
類
が
比
々
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
元
老
院
に
於
き
ま
し
て
是
等
の

事
笑
陛
除
い
た
奪
ご
ざ
い
亨
硲
響
か
謬
宥
謬
ポ
ぢ
だ
望
錨
ひ
嘉
罫
罫
芯
．
箕
儘
育
つ
て
居
る
（
鯛

賭
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
ま
た
、
同
じ
く
委
員
で
あ
つ
た
小
畑
美
稻
は
、
よ
り
具
禮
的
に
こ
の
貼
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
先
づ
民
法
人
事
編
よ
り
申
し
ま
す
れ
ば
…
…
元
老
院
の
議
に
付
せ
ら
れ
ま
し
た
が
元
老
院
に
於
ま
し
て
調
査
委
員
を
設
け
て
か
ら
に
本
員
も

　
其
一
人
に
選
ば
れ
て
か
ら
に
加
は
り
ま
し
て
ご
ざ
い
ま
す
る
が
、
ど
う
も
本
邦
に
於
て
少
し
も
入
用
の
な
い
よ
う
な
こ
と
が
多
々
禍
げ
て
．
こ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
い
ま
す
る
。
叉
實
に
本
邦
の
國
風
美
風
を
破
ぶ
り
ま
す
る
こ
と
が
数
ケ
條
ご
ざ
り
ま
す
る
。
が
其
節
法
律
取
調
局
に
從
事
し
て
居
ら
れ
た
元
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
院
議
官
も
五
人
が
其
調
査
委
員
に
加
は
へ
ら
れ
ま
し
て
都
合
十
五
人
の
調
査
委
員
で
あ
り
ま
し
た
が
、
法
律
取
調
局
に
於
て
は
原
案
維
持
の
人

　
が
多
敷
で
あ
つ
た
か
ら
に
折
角
伽
除
し
よ
う
と
思
つ
た
こ
と
も
削
除
出
來
な
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
、
元
老
院
に
於
ま
し
て
は
調
査
の
上
無
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
あ
　
　
　
ヤ

　
と
存
じ
ま
す
る
こ
と
と
美
風
を
損
し
ま
す
る
こ
と
は
大
概
削
除
し
た
積
り
で
あ
り
ま
す
る
が
、
公
布
に
な
る
時
分
に
養
料
と
云
ふ
も
の
が
加
は



　
も
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
じ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し

　
つ
て
、
そ
れ
が
再
び
元
老
院
の
検
観
禽
に
付
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ど
う
も
此
養
料
の
義
務
と
云
ふ
も
の
は
民
法
第
三
章
第
二
節
第
二
十
七
條
よ
り

第
三
去
條
薯
義
げ
て
ご
ざ
い
享
が
（
航
難
鷹
蕩
攣
、
如
何
に
舎
査
於
て
錆
寒
さ
家
ら
是
亦
呆
の
美
風
姦
ろ

　
、
）
と
存
じ
ま
し
て
其
れ
を
創
つ
て
置
き
ま
し
た
が
、
其
れ
を
今
度
は
三
節
と
も
二
節
と
も
何
と
も
な
く
し
て
親
矯
及
姻
属
と
云
ふ
部
に
僅
か
に

三
蜂
し
て
加
へ
て
ご
ざ
い
享
る
（
難
献
瀟
盗
灌
膝
魂
蹴
×
魏
）
．

　
さ
ら
に
、
奮
民
法
人
事
編
、
財
産
取
得
編
公
布
直
後
の
十
月
十
一
日
の
朝
野
新
聞
は
吹
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ト
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
人
事
編
及
財
産
取
得
編
。
頃
日
襲
表
し
た
る
人
事
編
は
元
老
院
の
決
議
よ
り
も
六
條
、
財
産
取
得
編
の
績
は
十
一
條
何
れ
も
増
加
せ
り
。
財

　
産
取
桿
編
績
の
壌
加
は
項
々
た
る
手
綾
等
に
止
る
も
人
事
編
の
攣
更
は
中
々
の
大
關
係
あ
り
。
養
料
の
義
務
を
規
定
し
た
る
こ
と
之
れ
な
り
。

養
粋
伽
親
轟
中
卿
巻
隠
謁
査
委
鼻
恥
・
動
鴎
ゆ
静
も
か
か
厨
簿
か
ひ
如
勢
加
い
ど
ゆ
謙
動
勤
ひ
曲
み
紗
P
帥
除
い
か
か
や
翻
触
閣
ゆ
抽
℃
励
築

　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ

　
を
執
行
し
た
り
。

　
　
元
老
院
の
慶
止
。
元
老
院
は
帝
國
議
禽
召
集
の
勅
語
を
待
ち
て
今
日
ま
で
生
き
延
び
た
れ
ど
、
最
早
至
急
腰
止
す
る
な
ら
ん
と
の
こ
と
な

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
セ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ト
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
わ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
ヤ

　
り
。
尤
も
同
院
に
は
入
事
編
、
財
産
取
得
編
の
績
の
検
覗
案
あ
り
て
本
日
以
後
に
於
て
開
禽
す
る
筈
な
れ
ば
其
の
議
決
ま
で
は
慶
止
の
沙
汰
に

接
せ
ざ
る
べ
し
秀
（
馨
（
玩
講
歴
麟
翻
）

　
前
掲
三
浦
、
小
畑
爾
談
話
と
こ
の
朝
野
0
記
事
を
綜
合
し
て
み
る
に
、
元
老
院
を
通
過
し
た
人
事
編
と
財
産
取
得
編
第
二
部
に
郵
し
て
政
府
は

浦
足
せ
ず
、
殊
に
人
事
編
に
封
し
て
は
重
要
な
勲
で
原
案
（
元
老
院
提
出
案
）
を
復
活
、
再
修
正
を
加
え
て
公
布
し
、
そ
の
直
後
に
、
ふ
た
た
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
槍
硯
」
の
形
式
で
元
老
院
の
審
議
を
求
め
た
こ
と
は
、
確
實
な
事
實
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
掲
岡
内
重
俊
談
が
、
委
員
會
通
過
案
を
二

九
三
ヵ
條
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
記
憶
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
元
老
院
の
法
案
審
議
に
は
「
議
定
」
と
「
検
覗
」
と
が
あ
り
、
　
「
検
覗
」
の
場

合
は
「
可
否
ス
ル
コ
ト
」
も
「
修
正
ノ
椹
」
も
な
く
、
た
だ
「
議
案
ノ
奮
法
二
害
シ
若
ク
ハ
抵
燭
シ
及
一
案
中
互
二
抵
鰯
シ
及
ヒ
不
備
不
明
」
の

場
倉
雲
「
莚
由
三
へ
太
婆
臣
一
藤
享
整
ヲ
書
ル
ヌ
」
が
ξ
を
す
ぎ
な
お
墓
る
（
墜
礒
灘
V
．
ま
た
「
槍
硯
」

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
四
〇
五
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
四
〇
六
）

の
時
期
は
法
律
の
布
告
前
を
原
則
と
す
る
も
「
急
施
ヲ
要
ス
ル
事
件
」
は
「
内
閣
ヨ
リ
便
宜
布
告
シ
テ
後
一
こ
も
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

（
難
撃
．
し
た
が
つ
て
「
霧
」
の
場
怠
、
奪
事
前
、
事
後
の
形
式
的
承
認
を
諜
す
る
あ
で
葱
た
．
内
閣
が
議
案
を
元
老
院
に

提
出
す
る
際
、
「
議
定
」
に
よ
る
か
「
検
覗
」
に
よ
る
か
は
「
内
閣
二
於
テ
之
ヲ
定
」
め
る
の
で
あ
る
か
ら
（
銅
備
V
、
元
老
院
の
抵
抗
を
排
除
す

る
た
め
に
、
「
検
覗
」
の
方
法
を
選
ん
だ
こ
と
は
珍
ら
し
く
な
い
。
民
法
人
事
編
の
公
布
に
際
し
、
こ
の
よ
う
な
事
實
が
伏
在
し
て
い
た
と
す
る
な

ら
ば
、
元
老
院
調
査
委
員
會
通
過
案
と
薔
民
法
と
の
間
に
は
、
若
干
の
内
容
的
相
違
が
あ
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
朝
野
の
記
事
で

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
1
4
）

は
「
六
ヵ
條
」
の
く
い
ち
が
い
が
あ
り
、
［
養
料
」
の
條
で
あ
つ
た
と
云
う
。
「
養
料
」
の
條
の
復
活
は
、
小
畑
談
も
肯
定
し
て
い
る
か
ら
間
違
い

な
い
与
る
も
、
箆
法
の
そ
の
簸
は
四
力
條
（
二
蕪
騎
）
で
奢
、
疫
至
力
條
が
何
で
あ
つ
た
か
、
鶉
三
嚢
に
よ
る
と
「
業
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
問
題
に
も
攣
更
が
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
確
め
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
從
來
の
民
法
編
纂
史
に
お
い
て
、
全
く
看
過
さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
そ
こ
に
法
典
雫
議
の
重
要
な
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

因
の
一
つ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
）
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
遺
憾
な
が
ら
、
現
在
の
私
は
さ
ら
に
ほ
り
下
げ
る
資
料
を
も
た
な
い
の
で
、
こ
れ

ら
の
黙
の
詳
し
い
追
求
は
將
來
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
そ
れ
で
は
、
元
老
院
提
出
案
は
元
老
院
に
お
い
て
具
艦
的
に
ど
ん
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
全
艦
的
に
元
老
院
提
出
案
を
奮
民
法

と
比
較
し
て
み
る
と
全
四
一
二
ヵ
條
の
中
二
九
ヵ
條
と
い
う
大
量
削
除
が
行
わ
れ
、
原
案
そ
の
ま
ま
の
條
文
は
わ
ず
か
に
一
二
六
ヵ
條
、
残
る

ニ
ハ
七
ヵ
條
は
何
等
か
の
修
正
を
う
け
た
も
の
か
、
ま
た
は
新
ら
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
公
布
の
際
「
六
ヵ
條
」
が
増
補
さ
れ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
創
除
さ
れ
た
條
勲
は
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
増
加
す
る
。
こ
の
数
字
か
ら
で
も
、
元
老
院
の
修
正
が
い
か
に
は
げ
し
か
つ
た
か
が
想
像
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
老
院
委
員
會
通
過
案
と
善
民
法
と
の
間
に
若
干
の
違
い
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
事
情
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

で
な
い
の
で
、
委
員
會
通
過
案
全
髄
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
は
正
確
に
知
り
え
な
い
。
け
れ
ど
も
政
府
に
ょ
る
再
修
正
は
養
料
そ
の
他

の
黙
で
、
わ
ず
か
鍛
ヵ
條
の
原
案
の
復
活
が
企
て
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
「
家
族
制
度
」
尊
重
の
立
場
か
ら
の
修
正
、
削
除
の
部
分
は
、



全
て
調
査
委
員
會
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
次
に
、
そ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
、
委
員
會
に
よ
る
修
正
と
思
わ
れ
る
重
要
鮎

を
述
べ
て
み
よ
う
。

「
國
民
分
限
」
の
章
で
は
百
交
ノ
養
子
ト
爲
り
タ
ル
外
國
人
ハ
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
取
得
シ
離
縁
ノ
後
ト
讐
其
盆
ヲ
保
套
」
（
概
難

俸
一
【
V
爾
除
さ
れ
た
．
再
調
査
案
以
來
の
養
子
縁
程
「
家
」
の
綴
人
を
保
撃
る
・
」
と
皇
た
る
目
的
乞
て
い
を
と
か
な
れ
ば
・

外
國
人
の
養
子
が
排
斥
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
當
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
奮
民
法
に
は
「
外
國
人
ハ
日
本
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

（
一
を
と
い
う
蟻
が
奮
た
痂
え
ら
れ
た
の
募
る
。

　
「
親
凝
」
の
章
は
「
親
騰
ト
姻
属
」
と
改
名
さ
れ
た
。
こ
れ
は
元
老
院
提
出
案
の
「
親
属
」
の
概
念
は
、
血
嵐
と
姻
属
を
含
む
絡
稔
で
あ
つ
た

が
、
醤
民
法
の
「
親
厨
」
は
血
属
だ
け
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
姻
属
の
規
定
に
、
　
「
然
レ
ト
モ
婦
ノ
夫
家
二
於
ケ
ル
叉
入
夫
ノ

獲
．
．
於
ケ
ル
欝
親
ト
ノ
關
係
蔑
轡
．
準
ス
」
（
羅
誰
〉
と
い
窺
定
義
け
蕪
窪
意
す
べ
砦
あ
ろ
う
．
毫
院
醤
筆
矯

族
關
係
だ
け
で
あ
つ
た
も
の
を
（
伽
六
〉
、
「
親
橘
二
準
」
ず
る
關
係
に
高
め
た
こ
と
は
、
「
家
」
尊
重
の
思
想
に
よ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
「
婚
姻
ノ
條
件
」
の
節
で
は
、
子
の
婚
姻
に
封
す
る
父
母
の
同
意
の
場
合
、
「
男
ハ
満
三
十
年
女
ハ
満
二
十
年
ノ
後
ハ
許
諾
ヲ
得
ス
ト
錐
モ
之

藷
フ
ヲ
以
テ
星
」
（
翫
麟
謡
螺
）
箭
除
し
、
年
齢
的
差
別
を
撤
駿
し
た
の
が
、
亀
と
実
よ
修
正
墓
る
．
こ
れ
は
前
薯
葵
た

よ
う
に
再
調
査
案
審
議
の
折
、
棋
村
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
た
が
、
實
現
し
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
本
邦
固
有
ノ
美
風
ヲ
破
ル
」
と
い
う
理
由

か
ら
の
棋
村
の
修
正
論
が
、
今
度
は
多
歎
の
賛
成
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
嫡
母
の
同
意
椹
に
つ
い
て
「
父
ノ
死
亡
シ
叉
ハ
其
意
思
ヲ
表

ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
」
（
蹴
凝
諾
案
）
と
い
轟
限
巖
し
、
實
母
と
全
く
厘
最
扱
つ
た
躍
、
峯
の
保
誉
皐
「
家
」
に
諄
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

嫡
母
の
立
場
を
重
く
み
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
婚
姻
ノ
勢
」
の
藝
は
、
豪
楚
の
葎
行
蓼
行
場
合
（
麗
叢
製
船
諮
蠣
〉
、
夫
が
震
年
の
鷺
算
票
不
署
あ
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四
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（
四
〇
八
）

つ
た
の
を
〈
難
議
出
〉
、
必
蓬
馨
く
護
鰺
、
ま
た
「
夫
愚
學
ク
シ
テ
許
可
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
拒
ム
ト
麦
ハ
夫
ノ
不
套
因
リ
テ
許

可
藷
毎
キ
ト
キ
ハ
褒
鋳
ノ
地
爵
翁
所
ノ
寄
ヲ
葉
ス
ル
蒙
ヲ
得
」
（
震
罐
出
）
と
あ
つ
篠
項
及
び
「
夫
締
利
籍
蛋

ル
行
爲
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
婦
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
…
…
裁
判
所
ハ
婦
ノ
請
求
二
因
リ
テ
其
行
爲
ノ
認
諾
ヲ
與
フ
ル
コ
ト

轟
」
（
、
薦
叢
妻
璽
の
蟻
を
共
勧
除
し
た
．
こ
れ
箋
穣
梨
鍵
し
奄
の
で
奢
、
熊
野
敏
三
も
「
鑑
嚢
」
蚤
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

そ
の
修
正
が
「
夫
椹
ヲ
強
固
ニ
ス
ル
目
的
」
で
あ
つ
た
こ
と
を
弧
調
し
て
い
る
。

翁
麟
の
原
圏
つ
い
て
、
再
調
査
案
の
「
姦
通
但
夫
ノ
姦
通
ハ
婦
爵
；
鐸
ヲ
蓼
場
倉
限
ル
」
（
勉
條
）
が
元
老
院
鴛

案
で
は
「
姦
通
但
夫
ハ
響
讐
菱
筆
蓼
葛
食
限
ル
」
（
馬
｛
一
）
緩
め
ら
れ
た
の
は
、
尾
崎
三
良
、
尾
崎
忠
治
の
昊
ニ
ハ
甕

ナ
ジ
」
と
い
う
提
案
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
村
田
は
「
姦
通
但
刑
二
向
フ
ヘ
キ
場
合
二
限
ル
」
と
の
意
見
を
表
明
し
た
こ
と
は
前

節
で
違
べ
た
通
り
で
あ
、
る
が
、
奮
民
法
で
は
さ
ら
に
夫
の
有
利
の
方
向
に
修
正
さ
れ
「
姦
通
但
夫
ノ
姦
通
ハ
刑
二
塵
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
二
限
ル
」

（
塾
條
V
と
塞
ら
莞
．
再
調
査
案
か
完
老
院
据
案
へ
の
修
濠
「
夫
ノ
霧
」
と
い
う
字
宴
忌
避
し
た
以
楚
、
實
質
的
な
改
正
は

な
い
が
、
村
田
提
案
か
ら
奮
民
法
へ
の
攣
化
は
、
妻
の
不
義
が
か
な
り
振
大
さ
れ
た
黙
を
み
の
が
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
村
田
提
案
で
は
夫
婦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

共
に
姦
通
罪
で
虚
罰
さ
れ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
に
反
し
、
着
民
法
で
は
妻
に
つ
い
て
は
姦
通
罪
成
立
の
有
無
を
問
わ
ず
全
て
の
「
姦
通
」
が
原
因

に
な
る
が
、
夫
に
は
「
刑
二
虚
セ
ラ
レ
タ
ト
キ
」
と
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
村
田
の
意
見
も
「
婦
ヨ
リ
容
易
二
解
婚
ヲ
求
ム
ル
」
の
を
防

ぐ
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
妻
に
つ
い
て
の
原
因
振
大
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
異
論
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
離
婚
原
因
に
つ
い
て
妻

の
立
場
が
、
そ
の
不
利
な
方
向
に
逐
次
弧
化
さ
れ
た
過
程
こ
そ
は
、
再
調
査
案
か
ら
元
老
院
提
出
案
を
経
て
奮
民
法
に
至
る
立
法
精
紳
の
攣
遷

が
、
如
實
に
反
映
し
た
典
型
的
事
例
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
裁
判
離
婚
の
「
曲
者
」
が
「
直
者
」
に
養
料
を
支
給
す
る
條
項
に
つ
い
て
も

（
論
諜
）
傑
意
暴
村
果
皇
曇
れ
、
薯
院
裾
窪
は
舞
左
か
つ
た
君
航
儲
難
製
離
肇
、
箆
塗
塞
く
礫
さ

れ
て
い
る
。
「
夫
婦
ノ
關
係
一
タ
ヒ
解
ク
ル
ト
キ
ハ
…
…
一
箇
ノ
他
人
タ
ル
ヘ
シ
養
料
ハ
法
律
上
ノ
義
務
ニ
シ
テ
親
族
間
ノ
爲
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
モ



ノ
ニ
シ
テ
他
人
ノ
爲
メ
ニ
設
ケ
ク
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
い
う
軍
純
な
村
田
の
意
見
が
う
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
あ
ろ
う
。
前
記
條
文
が
多

く
の
離
婚
の
場
合
、
女
性
に
封
し
て
有
利
に
作
用
す
る
数
果
の
ご
と
き
は
、
全
く
顧
、
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。

「
摯
」
の
薯
は
、
元
老
院
嶺
案
の
「
正
単
」
「
蚤
子
」
需
別
を
（
藍
轡
匠
鯵
、
「
嫡
出
子
」
「
庶
子
」
「
私
生
子
」

（
惟
熾
鱈
）
畿
め
た
の
讐
し
い
修
壕
あ
る
．
そ
鷲
の
藩
そ
の
あ
が
、
從
來
の
慣
蓼
そ
の
叢
認
め
た
あ
墓
る
こ
と
は
い

差
で
塩
い
．
「
父
子
ノ
分
限
ノ
捜
索
ハ
之
藁
ズ
」
（
、
産
離
遷
や
「
子
ハ
奪
父
母
・
孝
養
フ
鑑
シ
其
他
焦
親
・
封
シ
テ
モ
鍍

ヲ
致
ス
ヘ
シ
」
（
瑚
謬
）
と
い
系
ご
と
き
、
有
名
な
フ
ラ
ン
罠
潜
葬
を
く
む
隻
が
、
全
箭
除
さ
れ
た
の
は
、
わ
が
箸
者
明
の

理
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
葦
縁
組
」
の
章
淫
、
再
調
査
案
（
監
）
、
元
老
院
提
峯
（
蘇
）
共
に
、
い
わ
ゆ
る
「
姉
妹
の
た
め
に
す
る
養
子
縁
組
」
（
謬
姦
と

め
て
い
た
が
、
薫
漆
豪
鴬
蓼
爲
奇
勇
手
ル
者
ハ
肇
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
優
」
（
葱
と
の
鏡
定
し
、
例
外
と
し
て
婿
養
子

も
み
と
め
な
い
態
度
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
養
親
た
る
べ
き
資
格
を
「
戸
主
」
と
戸
主
の
「
許
諾
ヲ
得
タ
ル
」
　
「
推
定
家
督
相
績
人
」
の
み
に
限

定
し
、
原
則
と
し
て
家
存
績
の
た
め
に
の
み
養
子
制
度
を
み
と
め
る
立
場
は
、
再
調
査
案
以
來
攣
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
例
外
と
し
て

婿
養
子
の
み
は
、
推
定
家
督
相
績
人
た
る
男
子
が
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
み
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
奮
民
法
は
「
家
」
の
た
め
の
養
子
制
度
の
趣

旨
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
推
定
家
督
相
績
人
た
る
男
子
が
あ
れ
ば
、
そ
の
姉
妹
に
婿
養
子
を
す
る
こ
と
は
全
く
不
必
要
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
改
正
意
見
は
、
再
調
査
案
に
封
し
て
、
棋
村
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
奮
民
法
に
實
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
撰
」
の
章
漂
、
實
父
母
に
つ
い
て
の
親
霧
失
に
關
す
窺
定
（
随
艶
議
櫻
孝
薩
が
、
全
漸
除
さ
れ
戴
突
の
が
し
て
は

な
ら
な
い
。
「
民
葎
蘂
雷
書
」
は
「
腰
藍
ハ
（
騰
欝
彗
異
人
議
ノ
萎
・
ハ
奮
（
㈱
隊
織
鰍
瀞
Y
諺
．
ス
ル
規
定
ア

リ
シ
モ
確
定
ノ
法
文
二
削
除
セ
ラ
レ
タ
リ
。
創
除
ノ
理
由
ハ
惟
フ
ニ
我
國
ノ
慣
習
ト
シ
テ
親
力
子
二
封
シ
テ
親
椹
ヲ
行
フ
ニ
外
ヨ
リ
干
渉
ス
ル
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

不
都
合
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
ノ
ラ
ン
」
と
推
測
し
て
い
る
が
、
元
老
院
調
査
委
員
會
の
意
向
を
正
し
く
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
草
案
の
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四
一
〇
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（
2
2
）

「
理
由
書
」
が
「
親
樺
ハ
父
母
ノ
利
釜
ノ
爲
メ
之
ヲ
與
フ
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
」
「
一
切
ノ
灌
利
ハ
子
二
風
シ
父
母
ハ
只
義
務
ヲ
有
ス
ル
ニ
過
キ
ス
」

と
述
べ
た
「
親
椹
の
義
務
性
」
は
、
完
全
に
否
定
さ
れ
、
殊
に
子
の
財
産
に
關
し
て
は
「
父
ハ
未
成
年
ナ
ル
子
ノ
絡
テ
ノ
行
爲
二
付
テ
之
ヲ
代
表

シ
皇
ノ
財
産
・
幹
茄
箕
墨
唇
理
ス
」
（
藝
讐
と
の
窺
宅
「
子
ノ
財
産
ハ
恰
モ
父
薪
有
物
ナ
髪
媚
」
蕪
況
を
呈
す

る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
親
椹
の
濫
用
、
失
當
な
る
財
産
管
理
を
制
約
す
る
規
定
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
章
の
規
定
も
、
ま
た
草
案
か

ら
い
ち
じ
る
し
く
後
退
し
た
適
例
で
あ
ろ
、
）
。

　
以
上
、
元
老
院
提
出
案
よ
り
奮
民
法
へ
の
推
移
に
つ
い
て
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
戸
主
椹
と
は
直
接
に
は
關
係
な
い
事
項
に
亙
つ
て
も
、
や
や

詳
し
く
述
べ
た
の
は
、
こ
の
凝
化
の
事
情
を
究
明
す
る
こ
と
こ
そ
、
讐
民
法
の
性
絡
を
正
し
く
把
握
し
、
そ
の
戸
主
制
度
と
戸
主
擢
に
つ
い
て
も
、

眞
の
立
法
精
紳
を
探
究
す
る
不
可
飲
の
前
提
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
す
で
に
再
調
査
案
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
構
造
が
確
立
さ
れ
た
戸
主
制
度
と
戸
主
椹
は
、
元
老
院
提
出
案
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
傳
承
さ
れ

て
い
た
が
、
元
老
院
委
員
會
に
お
い
て
大
量
の
修
正
が
行
わ
れ
た
際
、
戸
主
椹
に
つ
い
て
先
き
の
元
老
院
提
出
案
の
場
合
に
は
ど
う
し
て
も
實
現

で
き
な
か
つ
た
村
田
、
横
村
等
の
二
、
三
の
修
正
意
見
が
、
ほ
と
ん
ど
全
て
貫
徹
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
家
族
制
度
」
的
修
正
を
つ
よ
く
押
し
す

す
め
た
委
員
會
の
室
氣
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
修
正
は
、
尾
崎
三
良
を
中
心
と
す
る
少
籔
の
進
歩
派
の
抵
抗
を
駆
倒
し
、
お
そ
ら
く
圓
滑
に
實
行

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
他
の
部
分
例
え
ば
親
子
關
係
の
．
こ
と
き
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
修
正
の
分
量
が
割
合
に
す
く
な
か
つ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
戸
主
制
度
に
關
す
る
限
り
、
村
田
、
棋
村
等
の
保
守
派
の
見
解
が
す
で
に
そ
こ
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、

他
の
部
分
よ
り
多
く
達
威
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
元
老
院
提
出
案
の
修
正
に
件
う
戸
主
制
度
と
戸
主
椹
の
攣
化
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
奮
民
法
匹
、
の
も
の
に
表
わ
れ
た
戸
主
椹
の
性
格
に
つ

い
て
は
、
次
の
章
に
お
い
て
明
治
民
法
と
比
較
し
つ
つ
詳
細
に
述
べ
る
積
り
で
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
元
老
院
提
出
案
に
加
え
ら
れ
た
修
正
黙

を
中
心
と
し
て
概
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



　
ま
ず
「
戸
主
及
ヒ
家
族
」
の
章
は
、
元
老
院
提
出
案
の
二
七
ヵ
條
が
一
，
九
ヵ
條
に
堅
縮
さ
れ
た
。
創
除
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
「
慣
習
に
な
い
こ

饅
（
霧
）
「
蓋
姦
し
享
る
途
」
（
雛
稻
）
と
認
響
れ
た
個
竺
萱
そ
の
黙
は
從
來
の
薯
に
奪
る
と
い
悉
肇

探
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
た
め
、
法
律
的
取
扱
が
不
明
瞭
に
な
つ
た
事
項
が
生
じ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
次
に
條
文
を
揚
げ

る
が
、
元
老
院
提
出
案
と
攣
化
の
な
い
も
の
は
煩
を
さ
け
る
た
め
、
原
則
と
し
て
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。

第
二
百
四
十
三
條
　
（
戸
主
家
族
の
意
義
）
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
條
に
同
じ
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
一
條
〕
　
戸
主
ハ
其
家
ヲ
整
理
シ
家
族
ハ
戸
主
ヲ
補
助
ス

　
　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
。
無
用
の
條
文
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
百
四
十
四
條
　
（
戸
主
の
家
族
に
封
す
る
義
務
）
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
二
條
に
同
じ
。

第
二
百
四
十
五
條
　
（
家
族
の
財
産
所
有
の
椹
利
）
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
三
條
に
同
じ
。

第
二
百
四
十
六
條
　
家
族
ハ
婚
姻
叉
ハ
養
子
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
年
齢
二
拘
ラ
ス
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
ヘ
シ

　
　
詮
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
四
條
　
家
族
ハ
婚
姻
又
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
年
齢
二
拘
ハ
ラ
ス
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ
但
推
定
家
督
相
績
人
二

　
　
非
サ
ル
家
族
力
其
尿
ヲ
去
ル
場
合
二
於
テ
ハ
此
許
諾
ヲ
必
要
ト
セ
ス
噺

　
　
　
然
レ
ト
モ
戸
主
力
第
四
十
六
條
、
第
四
十
七
條
又
ハ
第
百
七
十
條
ノ
規
定
二
因
リ
テ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
タ
ル
ト
キ
ハ
本
條
ノ
許
諾
ヲ
要
セ
ス

　
　
戸
主
ノ
許
諾
書
ハ
推
定
尿
督
相
績
人
二
付
テ
ハ
婚
姻
又
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
申
出
ヲ
爲
ス
時
其
他
ノ
家
族
二
付
テ
ハ
婚
姻
又
ハ
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
ヒ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
　
ル
届
出
ヲ
爲
ス
時
二
於
テ
之
ヲ
身
分
取
扱
官
吏
二
差
出
タ
ス
可
シ

　
　
本
條
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
再
調
査
案
の
場
合
に
、
村
田
に
よ
つ
て
修
正
読
が
提
出
さ
れ
論
議
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
始
め
て

　
村
田
の
意
見
が
實
質
的
に
實
現
し
た
の
で
あ
る
。
「
年
齢
二
拘
ヲ
ス
」
の
言
葉
は
、
村
田
は
婚
姻
年
齢
に
關
係
す
る
と
い
う
意
味
で
創
除
論
で

　
あ
つ
た
が
、
そ
の
ま
ま
残
つ
た
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
村
田
の
杞
憂
で
あ
り
、
語
義
を
つ
よ
め
る
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
削
ら
れ
な
か
つ
た
の

　
で
あ
ろ
う
。
第
一
項
但
書
の
「
推
定
家
督
相
績
人
云
々
」
を
削
つ
た
の
は
、
戸
主
が
「
一
家
ノ
長
ト
シ
テ
…
…
其
家
族
ノ
随
意
二
去
ル
ヲ
知
ラ

　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
四
一
一
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
四
輔
二
）

サ
ル
ハ
不
都
合
ナ
ラ
ン
」
と
い
う
村
田
の
弛
い
主
張
に
も
と
づ
く
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
第
二
項
を
創
つ
た
の
は
、
特
に
別
記
の
必
要
が
な

　
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
第
三
項
を
創
つ
た
の
は
、
婚
姻
の
申
出
を
な
す
時
、
提
出
す
べ
き
書
類
に
「
婚
姻
二
必
要
ナ
ル
許
諾
書
」

（
醐
羅
）
島
る
の
で
、
覆
を
群
奄
の
墓
勾
推
菱
督
鋸
人
以
外
の
震
に
つ
い
モ
、
婚
姻
「
雷
」
の
奪
窪
く
、
”

　
「
申
出
」
の
時
に
「
許
諾
書
」
を
提
出
す
る
よ
う
に
攣
更
し
、
推
定
家
督
相
績
入
と
一
般
の
家
族
を
同
一
に
取
扱
つ
た
の
は
、
戸
主
の
許
諾
樺

　
の
意
味
を
一
段
と
つ
よ
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
五
條
〕
　
家
族
ハ
推
定
家
督
枷
績
人
及
ヒ
自
治
産
二
至
ラ
サ
ル
未
成
年
者
ヲ
除
ク
ノ
外
分
家
ヲ
爲
シ
叉
ハ
親
族
二

　
係
ル
慶
家
若
ク
ハ
絶
家
ヲ
再
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
．
「
村
田
責
」
振
「
七
只
最
得
編
響
其
條
（
離
驚
顯
隆
翻
翫
）
豊
ノ
唇
於
テ
漿
蔀
雰

家
ト
層
ト
ノ
論
聾
葎
暴
養
ル
・
本
畿
前
多
レ
ハ
第
藷
禽
（
翻
難
韻
勃
隔
麟
響
テ
轟
券
家
ノ
藤
ヲ
別
ツ

　
ニ
設
ク
ヘ
シ
ノ
詮
二
決
ス
」
と
あ
る
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
「
分
家
ノ
一
條
」
は
奮
民
法
に
は
入
つ
て
い
な
い
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
六
條
）
　
駿
家
叉
ハ
絶
家
ヲ
再
興
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
再
興
セ
ン
ト
ス
ル
家
ノ
最
近
ノ
親
族
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ

　
但
其
家
ノ
本
家
叉
ハ
分
家
ア
ル
ト
キ
ハ
其
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
モ
受
ク
可
シ

　
　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
戸
主
権
を
何
故
創
つ
た
の
か
。
わ
が
慣
脅
上
、
あ
ま
り
に
も
嘗
然
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
5
か
。

第
二
百
四
十
七
條
　
他
家
二
入
リ
テ
夫
、
婦
又
ハ
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
婚
姻
ノ
無
奴
、
養
子
縁
組
ノ
無
数
、
離
婚
叉
ハ
離
縁
ノ
場
合
二
於
テ
ハ

　
實
家
二
復
師
ス

　
然
レ
ト
モ
此
者
力
婚
姻
叉
ハ
養
子
縁
組
二
付
キ
賞
家
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
戸
主
ハ
復
蹄
ノ
事
由
ヲ
知
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
一
介
月
内

　
二
身
分
取
扱
吏
二
申
立
テ
復
帰
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
七
條
　
他
家
二
入
リ
テ
夫
、
婦
又
ハ
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
婚
姻
ノ
無
致
、
線
組
ノ
無
敷
若
ク
ハ
解
除
、
離
婚
又
ハ
離
縁
ノ
揚



　
　
合
二
於
テ
ハ
實
家
二
復
蹄
ス

　
　
然
レ
ト
モ
此
者
力
婚
姻
又
ハ
縁
組
二
付
キ
實
家
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
戸
主
ハ
復
蹄
ノ
事
由
ヲ
知
リ
タ
ル
目
ヨ
リ
一
秦
月
内
二
身
分
取
扱
官
吏
二

　
　
申
立
テ
復
蹄
ヲ
拒
ム
■
ヲ
得

　
　
本
條
に
つ
い
て
は
、
實
質
的
修
正
な
し
。

第
二
百
四
十
八
條
　
（
配
偶
者
死
亡
に
よ
り
實
家
に
復
蹄
せ
ん
と
す
る
場
合
の
戸
主
の
許
諾
椹
）
元
老
院
提
出
案
三
百
五
十
八
條
に
同
じ
。

第
二
百
四
十
九
條
　
（
實
家
に
復
蹄
で
き
な
い
者
の
一
家
新
立
）
元
老
院
提
出
案
第
三
百
五
十
九
條
に
同
じ
。

第
二
百
五
十
條
　
推
定
家
督
相
績
入
二
非
サ
ル
家
族
タ
ル
男
子
力
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
婚
姻
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス

　
置
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
條
の
「
普
通
婚
姻
」
を
「
婚
姻
」
に
改
め
「
當
然
一
家
ヲ
新
立
ス
」
の
「
嘗
然
」
を
削
つ
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
百
五
十
一
條
　
（
家
督
相
績
に
因
り
て
戸
主
と
な
り
た
る
者
の
慶
家
）
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
一
條
に
同
じ
。

　
　
法
律
取
調
委
員
禽
に
お
け
る
本
條
成
立
の
経
過
は
前
節
で
述
べ
た
如
く
、
保
守
、
進
歩
爾
派
の
安
協
の
所
産
で
あ
る
が
、
委
員
禽
で
再
修
正

　
さ
れ
な
か
つ
た
理
由
は
、
「
正
営
ノ
事
由
」
と
い
ろ
範
園
に
、
戸
主
同
志
の
婚
姻
と
い
う
が
如
き
事
實
は
入
ら
ず
と
決
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

　
う
か
。

第
二
百
五
十
二
條
　
　
（
國
民
分
限
を
喪
失
し
た
戸
主
の
駿
家
）
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
二
條
に
同
じ
。

第
二
百
五
十
三
條
　
戸
主
力
婚
姻
其
他
ノ
原
因
二
由
リ
テ
適
法
二
駿
家
シ
他
家
二
入
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
家
族
モ
亦
從
テ
其
家
二
入
ル

　
　
置
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
三
條
の
「
他
家
二
入
リ
テ
騒
家
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
を
「
慶
家
シ
他
家
二
入
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
と
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
四
條
〕
　
分
家
ヲ
爲
シ
慶
家
若
ク
ハ
絶
家
ヲ
再
興
シ
又
ハ
一
家
ヲ
新
立
シ
タ
ル
者
ノ
婦
及
ヒ
卑
属
親
ハ
當
然
共
者

　
ノ
家
二
入
ル

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
五
條
）
　
卑
騰
親
ヲ
有
ス
ル
家
族
力
婚
姻
叉
ハ
縁
組
二
因
リ
テ
他
家
二
入
ル
ト
キ
ハ
卑
属
親
パ
伽
ホ
實
家
二
騰
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
四
ニ
ニ
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
四
一
四
）

　
　
こ
の
爾
條
は
創
除
さ
れ
た
。

第
二
百
五
十
四
條
　
卑
属
親
ヲ
有
ス
ル
者
力
婚
姻
若
ク
ハ
養
子
縁
組
ノ
無
数
叉
ハ
離
婚
若
ク
ハ
離
縁
二
因
リ
テ
婚
家
叉
ハ
縁
家
ヲ
去
ル
ト
キ
ハ
卑

　
属
脚
親
ハ
勿
ホ
茸
食
菰
二
叩
濁
ス

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
六
條
の
「
縁
組
」
を
「
養
子
縁
組
」
と
正
確
な
字
句
に
憂
更
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
百
五
十
五
條
　
父
母
ノ
知
レ
サ
ル
子
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス

　
置
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
八
條
の
「
當
然
一
家
ヲ
新
立
ス
」
か
ら
「
當
然
」
の
字
を
創
つ
た
の
で
あ
る
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
七
條
〕
　
父
又
ハ
母
二
射
シ
テ
親
子
ノ
分
限
確
定
シ
タ
ル
私
出
子
ハ
其
父
叉
ハ
母
ノ
家
二
属
シ
父
母
二
獣
シ
テ
同

　
時
二
親
子
ノ
分
限
確
定
シ
タ
ル
私
出
子
ハ
父
ノ
家
い
一
属
ス
但
父
叉
ハ
母
力
配
偶
者
ヲ
有
シ
叉
ハ
家
族
タ
ル
ト
キ
ハ
其
配
偶
者
叉
ハ
戸
主
ノ
許
諾

　
ヲ
受
ケ
テ
認
知
シ
タ
ル
事
ヲ
要
ス

　
若
シ
父
及
ヒ
母
力
其
配
偶
者
叉
ハ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
認
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
私
出
子
ハ
當
然
一
家
ヲ
新
立
ス

　
正
出
子
否
認
ノ
訴
ノ
判
決
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
否
認
セ
ラ
レ
タ
ル
子
モ
亦
前
項
二
同
シ

　
　
本
條
は
削
除
さ
れ
た
。
法
律
取
調
委
員
會
に
お
い
て
再
調
査
案
の
「
認
知
」
の
條
文
を
審
議
し
た
る
時
、
松
岡
康
毅
よ
り
第
一
草
案
第
一
七

　
八
條
「
夫
若
ク
ハ
婦
ハ
其
婚
姻
中
認
知
シ
タ
ル
子
ヲ
其
住
家
二
入
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
配
偶
者
承
諾
ス
ル
ト
キ
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス
」
の
復
活

　
論
を
主
張
さ
れ
、
そ
れ
が
實
現
し
な
か
つ
た
こ
と
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
が
、
認
知
は
父
親
の
場
合
が
多
い
の
で
「
配
偶
者
」
す
な
わ
ち
妻
の

　
「
許
諾
ヲ
受
ケ
テ
認
知
ス
ル
」
と
い
う
こ
と
が
、
前
掲
第
一
草
案
の
條
文
に
反
封
す
る
立
場
か
ら
は
、
了
解
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
、
）
。
ま

　
た
、
そ
の
際
「
戸
主
ノ
同
意
」
に
つ
い
て
も
論
議
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
當
時
の
慣
習
で
は
、
家
族
の
私
生
子
は
戸
主
の
同
意
を
要
せ
ず
し

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
て
母
の
家
に
入
り
、
庶
子
は
當
然
父
の
家
に
入
つ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
戸
主
の
同
意
も
創
除
し
た
も
の
で
あ
ろ
、
）
。

第
二
百
五
十
六
條
　
他
家
二
入
リ
テ
夫
、
婦
叉
ハ
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
配
偶
者
叉
ハ
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ト
協
議
ノ
上
爾
家
ノ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ



　
受
ケ
テ
實
家
二
在
ル
卑
属
親
ヲ
自
家
二
引
取
ル
コ
ト
ヲ
得

　
婚
姻
若
ク
ハ
養
子
縁
組
ノ
無
数
叉
ハ
離
婚
若
ク
ハ
離
縁
二
因
リ
テ
婚
家
又
ハ
縁
家
ヲ
去
リ
タ
ル
者
ハ
配
偶
者
又
ハ
養
子
ヲ
爲
セ
シ
者
ト
協
議
ノ

　
上
爾
家
ノ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
テ
其
家
二
在
ル
卑
属
親
ヲ
自
家
一
一
引
取
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
謡
　
本
條
は
元
老
院
提
出
案
第
三
百
六
十
九
條
の
第
三
項
「
卑
厨
親
力
其
尿
ノ
推
定
家
督
相
績
人
タ
ル
ト
キ
又
ハ
引
取
人
力
悪
意
二
因
リ
テ
婚
姻
若
ク
ハ
縁
組
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
袷
葉
）

　
　
無
敷
ヲ
惹
起
セ
シ
一
方
タ
リ
シ
ト
キ
ハ
本
條
ノ
規
定
ヲ
適
要
セ
ス
」
を
削
除
し
、
第
二
項
の
「
縁
組
」
を
「
養
子
縁
組
」
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
十
條
）
　
私
出
子
ノ
父
母
ハ
協
議
二
因
リ
テ
一
方
ノ
家
二
属
ス
ル
私
出
子
ヲ
他
ノ
一
方
ノ
家
二
引
取
ル
コ
ト
ヲ
得

　
私
出
子
ノ
父
又
ハ
母
ハ
一
家
ヲ
新
立
シ
タ
ル
私
出
子
ヲ
自
家
二
引
取
ル
コ
ト
ヲ
得

　
前
二
項
二
掲
ケ
タ
ル
場
合
二
於
テ
父
母
力
配
偶
者
ヲ
有
シ
叉
ハ
家
族
タ
ル
ト
キ
ハ
各
其
配
偶
者
又
ハ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ

〔
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
十
一
條
〕
　
前
二
條
ノ
規
定
二
從
ヒ
テ
引
取
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
引
取
ノ
日
ヨ
リ
其
家
ノ
家
族
ト
爲
リ
且
引
取
リ
タ
ル
者

　
ノ
子
タ
ル
椹
利
ヲ
有
ス

　
第
三
百
六
十
三
條
ノ
場
合
二
於
テ
モ
亦
本
條
ノ
規
定
二
從
フ

　
　
爾
條
は
創
除
さ
れ
た
。
前
に
第
三
六
七
條
を
削
つ
た
の
で
、
こ
の
二
ヵ
條
も
不
要
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
百
五
十
七
條
戸
主
力
家
族
二
封
シ
テ
婚
姻
其
他
ノ
事
件
二
付
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
場
合
二
於
テ
未
成
年
ナ
ル
ト
キ
叉
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能

　
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
戸
主
二
劉
シ
テ
親
穫
ヲ
行
フ
者
叉
ハ
後
見
人
之
ヲ
代
表
ス

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
十
二
條
の
「
戸
主
ノ
親
族
會
」
を
「
後
見
人
」
に
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
百
五
十
八
條
　
入
夫
婚
姻
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
婚
姻
中
入
夫
ハ
戸
主
ヲ
代
表
シ
テ
其
椹
ヲ
行
フ

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
＋
三
條
の
「
婚
姻
ノ
縫
績
中
」
を
「
婚
姻
中
」
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
百
五
十
九
條
戸
主
失
踪
ノ
宣
言
ア
リ
ク
ル
後
其
家
督
相
績
ノ
占
有
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
其
占
有
中
戸
主
ノ
椹
ヲ
行
フ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
樺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
四
一
五
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
誓
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
四
輔
六
）

　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
＋
四
條
の
末
尾
「
戸
主
ト
爲
ル
」
を
「
戸
主
ノ
灌
ヲ
行
フ
」
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
百
六
十
條
　
輩
身
戸
主
失
踪
ノ
宣
言
ア
リ
テ
其
亡
失
若
ク
ハ
最
後
背
信
ノ
日
ヨ
リ
三
十
介
年
二
至
ル
モ
家
督
相
績
ノ
占
有
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
絶

　
家
ス

　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
十
五
條
の
後
牛
「
満
三
十
全
年
二
至
リ
又
ハ
其
齢
蒲
百
年
二
至
ル
モ
家
督
相
績
ノ
占
有
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
當
然
絶
尿
ス
」
を
コ
ニ
十

　
　
杢
年
二
至
ル
モ
家
督
相
績
ノ
占
有
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
絶
家
ス
」
と
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
百
六
十
一
條
　
戸
主
死
亡
シ
テ
家
督
相
績
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
絶
家
シ
其
家
族
ハ
一
家
ヲ
新
立
ス

　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
三
百
七
十
六
條
の
「
営
然
絶
尿
シ
」
の
「
営
然
」
を
削
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
「
戸
主
及
ヒ
家
族
」
の
章
の
攣
化
で
あ
る
が
、
家
族
の
婚
姻
、
養
子
縁
組
に
粥
す
る
戸
主
の
同
意
樺
が
、
特
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
め

だ
つ
。
法
律
取
調
委
員
會
以
來
の
村
田
の
提
案
が
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
實
現
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
他
の
黙
で
は
別
に
追
加
さ

れ
た
規
定
も
な
く
、
む
し
ろ
葦
の
呈
穫
農
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
家
族
の
私
出
子
（
製
子
）
の
入
響
藏
（
航
議
藷
縫
V
、
駿

家
、
絶
家
と
な
つ
て
い
る
本
家
、
分
家
を
再
興
せ
ん
と
す
る
者
に
封
す
る
許
諾
樺
（
翫
諸
甜
瀧
儲
）
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
慣
習
に
一
任
せ
ん
が
た
め
で
あ
つ
て
、
決
し
て
戸
主
そ
の
も
の
の
弱
化
を
企
圖
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

　
「
戸
主
及
ヒ
家
族
」
の
章
以
外
に
表
わ
れ
た
戸
主
椹
に
つ
い
て
は
、
戸
主
の
親
族
會
に
封
す
る
樺
利
が
、
い
ち
じ
る
し
く
強
化
さ
れ
た
。
元
老

院
提
出
案
に
お
け
る
親
族
會
は
「
未
成
年
者
ノ
最
近
親
族
五
人
ヲ
以
テ
」
組
成
さ
れ
、
當
然
に
禽
員
と
な
る
べ
き
人
は
「
未
成
年
者
の
尊
鵬
親
、

兄
竣
伯
叔
父
」
だ
け
で
、
戸
主
は
そ
の
戸
主
た
る
籍
髪
い
て
は
、
入
つ
て
い
な
い
（
扇
懇
．
し
か
る
に
．
箆
婆
は
「
杢
食
ヒ

分
家
ノ
呈
」
箸
楚
親
族
曾
列
歪
」
こ
と
に
修
正
さ
れ
た
（
蘇
V
．
ま
た
「
戸
主
成
年
ナ
ル
ト
キ
蒙
族
ノ
爲
メ
濃
禽
蓑
畜

コ
ト
曇
セ
ス
」
（
薦
）
と
い
窺
定
塞
ら
た
に
馨
た
の
で
、
肇
呈
は
、
戸
主
た
暑
楚
お
い
て
「
籏
ノ
爲
ノ
撰
會
」
蓄
つ



欝
を
併
著
す
る
こ
と
髪
つ
た
の
虜
る
（
調
麟
雛
竺
．
あ
謹
呈
の
家
族
蜀
す
轟
梨
、
實
質
的
量
化
し
奄
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戸
主
が
未
成
年
者
の
場
合
に
の
み
、
親
族
禽
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
元
老
院
提
出
案
の
「
一
般
未
成
年
者
の
た
め
の
親
族

禽
」
か
ら
「
未
成
年
戸
主
の
た
め
の
親
族
會
」
へ
攣
貌
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
實
際
上
、
親
族
禽
が
お
か
れ
る
場
合
は
局
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

親
族
會
に
關
す
る
元
老
院
提
出
案
の
條
撒
一
九
ヵ
條
が
、
蕉
民
法
で
は
わ
ず
か
七
ヵ
條
に
歴
縮
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
の
よ
う
な
大
き
な
影
響
を
も
つ
第
一
七
三
條
の
ご
と
く
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
す
で
に
法
律
取
調
委
員
禽
で
棋
村
か
ら
提
唱
さ
れ
た
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
に
實
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
、
特
に
戸
主
椹
の
弧
化
と
い
う
べ
き
修
正
は
見
當
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
推
定
家
督
相
績
人
が
養
親
と
な
る
場
合
の
許

薙
（
唾
離
灘
詳
楚
）
、
農
の
蕃
塵
準
箸
房
宣
婁
た
は
そ
の
審
捲
の
餓
粟
椹
（
擁
蟻
醒
塑
誌
僅
、
素
堕
、
棄
俺

涯
〉
、
姦
の
後
昊
詮
保
笑
差
る
籍
霧
（
翫
議
灘
蓬
瀬
韮
、
配
働
謹
、
雇
）
及
び
「
呈
響
簸
い
戸
毒
」
と
い
わ
れ

る
「
氏
を
撃
譲
利
」
（
翫
議
灘
議
誌
〉
、
「
獲
窪
燕
利
」
（
唾
離
灘
輩
ε
等
い
ず
れ
晃
老
院
欝
案
・
て
の
叢
が
、

薔
民
法
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
再
調
査
案
以
來
、
村
田
、
棋
村
等
の
企
圖
し
た
戸
主
制
度
と
戸
主
灌
の
強
化
は
、
善
民
法
の
公
布
に
よ
り
一
慮
そ
の
終
止
符
が
う

た
れ
た
の
で
あ
る
。
私
の
利
用
し
た
資
料
の
範
園
内
に
お
い
て
は
、
法
律
取
調
委
員
會
に
お
い
て
彼
等
が
提
案
し
た
問
題
で
、
奮
民
法
の
、
）
ち
に

實
現
し
な
か
つ
た
も
の
は
、
字
句
の
わ
ず
か
な
修
正
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
と
い
つ
て
い
い
。
元
老
院
提
出
案
で
は
採
用
さ
れ
な
か
つ
た

意
見
も
、
結
局
、
善
民
法
で
は
實
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
元
老
院
調
査
委
員
禽
で
、
彼
等
及
び
彼
等
の
同
調
者
が
さ
ら
に
あ
た
ら
し
い
戸
主
椹
強

化
案
を
提
出
し
、
そ
れ
が
否
決
さ
れ
た
よ
う
な
形
跡
も
存
在
し
な
い
。
否
、
若
し
そ
う
し
た
提
案
が
あ
つ
た
な
ら
ば
、
委
員
禽
の
歌
況
か
ら
推
測

し
て
、
善
民
法
の
裡
に
か
な
ら
ず
實
現
し
え
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
個
所
は
見
出
し
え
な
い
。
そ
れ
は
「
僅
か
な
時
間
で
」
「
詳
し
く
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

正
す
る
が
宜
い
芸
ふ
た
が
蕩
謹
出
來
喜
ぬ
で
し
た
」
（
器
鞍
〉
た
め
か
轟
紮
い
．
し
か
し
、
元
老
院
欝
案
蜀
し
、
創
る
べ
き

　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
擁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
四
一
七
）



　
　
　
　
明
治
こ
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
灌

は
削
り
、
修
正
す
べ
き
も
の
は
修
正
し
え
た
彼
等
に
取
つ
て
、

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

奮
民
法
の
戸
主
制
度
と
戸
主
椹
は
、

　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
四
一
八
）

ヤ
　
　
ヤ

一
慮
浦
足
す
べ
き
歌
態
て
あ
つ
た
も
の
と
い

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（（76
））

　
從
來
、
奮
民
法
編
纂
史
關
係
の
著
書
、
論
丈
に
お
い
て
、
元
老
院
に
お
け
る
審
議
の
過
程
を
述
べ
た
も
の
は
見
富
ら
な
い
。
こ
の
鮎
は
奮
民
法
編
纂
史
の
盲

黙
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
委
員
中
、
審
議
の
中
途
で
櫃
村
は
行
政
裁
判
所
長
に
（
六
月
三
＋
目
）
、
尾
崎
は
内
閣
法
制
部
長
に
（
七
月
七
日
）
、
森
山
は
富
山
縣
知
事
に
（
七

月
二
十
五
日
）
そ
れ
ぞ
れ
韓
出
し
た
。
そ
の
後
任
と
し
て
補
充
さ
れ
た
の
は
壬
生
基
彦
、
谷
森
眞
男
の
二
人
と
、
残
る
一
人
は
長
松
幹
か
長
與
專
齋
の
い
ず
わ

か
一
人
で
あ
つ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
親
子
の
章
に
あ
る
「
村
田
書
入
」
の
一
節
に
「
小
、
細
、
津
、
谷
、
壬
、
長
、
岡
」
の
略
語
が
あ
り
、

議
官
の
頭
字
と
判
噺
さ
れ
る
が
、
こ
の
中
「
谷
」
　
「
壬
」
　
「
長
」
は
當
初
の
委
員
中
に
該
當
者
が
な
く
、
韓
任
者
の
補
充
と
し
て
加
え
ら
れ
た
委
員
名
と
思
お

れ
る
の
で
あ
り
、
嘗
時
の
議
官
中
か
ら
該
當
者
を
拾
う
と
「
谷
」
は
谷
森
、
「
壬
」
は
壬
生
の
み
で
あ
る
が
、
「
長
」
は
長
松
と
長
與
と
二
人
の
議
官
が
在
任
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
元
老
院
議
官
の
氏
名
、
移
動
の
年
月
等
は
、
全
て
「
顯
要
職
務
補
任
鐘
」
に
撮
っ
た
。

　
そ
の
前
年
、
財
産
編
、
財
産
取
得
編
第
一
部
、
債
灌
措
保
編
、
讃
掠
編
等
の
審
査
を
、
元
老
院
が
行
っ
た
際
に
も
「
審
査
委
員
會
」
を
設
け
、
原
案
を
若
干

修
正
し
た
よ
う
で
あ
る
（
小
畑
美
稻
談
・
第
唄
議
會
貴
族
院
に
お
け
る
「
民
法
商
法
延
期
二
關
ス
ル
建
議
案
」
審
議
の
折
の
饗
言
・
「
大
日
本
帝
國
議
含
誌
」

第
一
巻
二
六
二
頁
）
。

　
本
文
で
辿
べ
た
ご
と
く
、
楠
本
正
隆
は
最
初
の
委
員
會
で
は
駿
案
説
を
主
張
し
て
い
る
が
、
後
ち
に
法
典
事
議
の
折
に
は
噺
行
論
者
の
一
人
と
な
つ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ヒ
オ
ヒ

（
「
法
典
断
行
ノ
意
見
」
法
治
協
會
維
誌
第
二
號
三
五
頁
以
下
参
照
）
。
お
そ
ら
く
彼
の
ご
と
き
が
時
事
新
報
の
指
摘
す
る
「
途
々
の
維
持
者
」
の
↓
人
で
あ
ろ
う
。

村
畢
入
2
琶
「
分
＋
吾
融
徐
嚢
繭
リ
型
」
「
態
「
慰
豫
ヨ
リ
誤
正
」
（
馨
と
ぢ
峯
蛮
究
る
．
髭
は
元
護
の

委
員
會
に
内
閣
よ
り
も
委
員
が
出
席
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
「
熊
」
は
熊
野
敏
三
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
磯
部
、
熊
野
雨
名
の
整
理
案
を
審

査
し
た
委
員
會
だ
け
に
熊
野
（
磯
部
に
つ
い
て
は
不
明
）
が
出
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
五
月
以
降
の
杢
て
の
委
員
會
に
内
閣
委
員
も
出
席
し
た
も
の
か
ど
う
か

は
判
明
し
な
い
。
元
老
院
の
法
案
審
議
に
は
、
政
府
委
員
が
番
外
と
し
て
出
席
し
、
提
案
理
由
を
述
べ
る
の
を
通
例
と
す
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
全
て
の
委
員

宙
に
政
府
委
員
が
（
熊
野
か
磯
部
？
）
出
席
し
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

　
村
田
書
入
に
は
「
八
月
＋
三
日
」
「
八
月
＋
五
日
」
「
八
月
＋
八
日
」
の
日
附
が
散
見
さ
れ
る
。
再
調
査
委
員
會
は
こ
の
頃
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
從
來
、
星
野
通
博
士
は
そ
の
多
く
の
著
書
に
お
い
て
、
元
老
院
の
審
議
は
、
「
各
編
毎
に
」
コ
括
審
議
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
ち
の
法
典
雫
議
の
有
力
な
原

因
で
あ
つ
た
こ
と
を
し
ば
し
ぱ
彊
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
典
箏
議
に
お
い
て
特
に
問
題
と
さ
れ
た
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
第
二
部
に
っ
い
て
は
、
前



（（98
））

（
m
）

（
n
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

に
蓮
べ
た
よ
う
に
約
三
ヵ
月
の
期
間
を
費
し
調
査
委
員
に
よ
る
逐
條
審
議
が
行
わ
れ
、
大
量
創
除
と
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
本
會
議
の
「
一
括
審

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
め

議
」
は
、
そ
の
し
め
く
く
り
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
委
員
會
の
審
議
に
つ
い
て
全
く
述
べ
る
と
こ
ろ
な
く
、
元
老
院
審
議
を
「
一
括
審
議
」
と
断
定
さ
れ
た
星
野

博
士
の
見
解
は
、
考
誰
、
説
明
の
不
足
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
・
一
〇
二
頁
・
民
法
典
論
箏
史
．
昭
和
二
十
四
年
版
．
八
九
頁
t
九

〇
頁
等
）
。
星
野
博
士
も
「
人
事
編
は
提
出
草
案
五
百
五
十
條
の
内
二
百
蝕
條
を
穴
量
創
除
し
て
、
内
二
百
九
＋
三
條
が
通
過
し
云
々
」
と
い
わ
れ
て
お
り
（
前

掲
論
箏
史
・
九
〇
頁
）
、
こ
の
提
出
草
案
五
百
十
條
が
第
一
草
案
で
あ
る
誤
り
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く
「
大
量
創
除
」
の
事
實
は
み
と
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
の

際
「
一
鴻
千
里
の
一
括
的
審
議
方
法
」
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た
「
大
量
創
除
」
が
行
わ
れ
た
の
か
。
何
故
疑
問
を
持
た
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
了
解
に
苦
し
む
。

　
「
大
日
本
帝
國
議
會
誌
」
第
一
巻
一
六
一
四
頁
（
第
三
議
會
貴
族
院
に
お
け
る
「
民
法
商
法
施
行
延
期
案
」
審
議
の
折
の
嚢
言
）
。

　
こ
の
期
目
も
不
明
で
あ
る
が
、
九
月
二
十
九
日
の
朝
野
新
聞
に
は
「
民
法
残
部
は
、
過
般
、
既
に
福
密
院
に
廻
付
し
あ
れ
ど
も
同
院
に
て
ば
未
だ
一
同
も
議

事
を
開
か
ず
且
今
後
と
て
も
何
時
議
事
に
上
る
か
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ど
云
々
」
と
あ
り
、
そ
の
後
十
月
七
日
公
布
ま
で
の
期
間
に
、
民
法
審
議
の
福
密
院
會
議

を
報
ず
る
新
聞
記
事
を
見
出
し
え
な
い
が
、
＋
月
三
日
の
日
本
新
聞
に
「
山
田
司
法
大
臣
ぱ
昨
日
正
午
頃
福
密
院
へ
出
頭
、
午
後
四
時
退
出
せ
り
」
の
記
事
が

あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
日
に
會
議
が
行
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
先
九
月
十
一
日
の
朝
野
新
聞
に
は
「
當
局
者
は
さ
き
に
民
法
の
残

部
を
元
老
院
に
逸
付
す
る
と
同
時
に
福
密
院
に
も
逡
附
せ
し
に
付
大
木
議
長
ら
は
現
に
そ
の
修
正
に
着
手
せ
し
後
、
元
老
院
に
於
て
充
分
な
る
調
査
を
途
ぐ
る

と
聞
き
既
に
着
手
し
た
る
修
正
を
見
合
は
せ
た
る
趣
な
る
が
云
々
」
と
あ
る
。
福
密
院
の
會
議
で
は
修
正
な
く
可
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
櫃
窟
院

に
上
呈
し
た
草
案
は
後
ち
に
本
丈
で
述
べ
る
政
府
の
再
修
正
を
施
し
た
草
案
（
奮
民
法
公
布
案
）
で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
前
註
（
8
）
に
同
じ
。

　
前
掲
大
日
本
帝
國
議
會
誌
・
一
六
一
六
頁
（
同
前
）
。

　
前
掲
書
・
二
六
二
頁
（
第
一
議
會
貴
族
院
に
お
け
る
「
民
法
商
法
延
期
二
關
ス
ル
建
議
案
」
審
議
の
折
の
蛮
言
）
。

　
こ
の
検
観
會
の
行
わ
れ
た
月
日
は
、
十
月
十
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
お
そ
く
と
も
十
七
日
ま
で
の
間
で
あ
り
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
本
文
に

引
用
し
た
十
月
十
一
目
の
朝
野
新
聞
に
は
「
本
目
以
後
に
於
て
開
會
」
と
あ
り
、
同
月
十
四
日
の
同
新
聞
に
は
「
目
下
元
老
院
に
滞
ふ
る
検
覗
案
は
、
明
十
五

日
に
て
悉
皆
議
了
す
べ
き
に
依
り
、
其
後
は
一
の
議
案
な
き
に
至
る
べ
し
」
と
あ
り
、
ま
た
同
月
十
七
日
の
同
新
聞
に
は
「
検
覗
案
も
亦
既
に
議
了
せ
る
の
今

目
に
至
り
樹
慶
院
の
令
に
接
せ
ざ
る
は
何
故
か
云
々
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
元
老
院
の
慶
止
は
十
月
二
十
日
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
駿
止
に
先
立
ち
、
政
府
は

多
激
の
法
案
を
一
畢
に
、
元
老
院
の
検
覗
に
附
し
、
人
事
編
も
み
、
の
一
つ
で
あ
つ
た
。

　
六
ヵ
傑
追
加
が
事
實
と
す
れ
ば
、
元
老
院
委
員
會
通
過
の
人
事
編
の
條
敷
は
、
二
八
七
ヵ
條
で
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。

明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹

五
九

（
四
一
九
）



（
妬
）

（
16
）

（
1
7
）

（
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）

（
19
）

（
2
0
）
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（
2
9
）

　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
四
二
〇
）

　
「
養
料
」
の
問
題
と
共
に
「
準
正
」
の
問
題
も
、
法
典
雫
議
の
重
要
課
題
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
黙
も
公
布
の
際
の
追
加
で
あ
つ
た
こ
と
ぱ

十
分
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
薔
民
法
の
養
料
に
關
す
る
條
文
（
二
六
條
i
二
九
條
）
は
、
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
第
三
章
第
二
節
「
養
料
ノ
義
務
」
　
（
二
七

條
ー
三
五
條
）
の
中
の
一
部
（
二
七
條
ー
三
〇
條
）
に
該
當
し
、
全
然
同
じ
で
は
な
い
が
、
同
趣
旨
で
あ
る
。

　
元
老
院
の
修
正
削
除
を
無
競
し
た
政
府
の
強
行
政
策
が
、
保
守
派
の
議
官
を
刺
激
し
、
後
ち
の
法
典
争
議
の
際
、
村
田
、
三
浦
等
を
し
て
延
期
派
の
急
先
鋒

に
か
り
た
て
た
一
っ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
委
員
會
通
過
案
の
正
確
な
條
丈
撒
を
知
り
え
な
い
の
で
、
本
文
に
掲
げ
る
修
正
後
の
條
交
敷
は
全
て
薔
民
法
の
そ
れ
に
よ
つ
た
。

　
明
治
民
法
七
七
三
條
は
、
嫡
母
と
縫
父
母
と
を
同
一
に
取
扱
い
、
實
母
の
場
合
と
は
匪
刎
し
て
い
る
。
明
治
民
法
よ
η
蕉
民
法
の
方
が
嫡
母
を
重
く
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
「
民
法
正
義
」
人
事
編
巻
一
・
三
〇
九
頁
。

　
奮
刑
法
第
三
五
三
條
に
は
「
有
夫
ノ
婦
姦
通
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
庭
ス
其
相
姦
ス
ル
者
亦
同
シ
云
々
」
と
あ
る
か
ら
、
男
子
が
庭

罰
さ
れ
る
の
は
相
姦
者
に
な
つ
た
揚
合
だ
け
で
あ
る
。

　
「
民
法
中
修
正
案
理
由
書
」
（
博
文
館
・
明
治
三
十
一
年
Y
一
五
五
頁
。

　
「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
」
下
巻
・
八
章
三
四
枚
表
裏
。

　
前
揚
修
正
案
理
由
書
・
一
四
九
頁
。

　
前
註
（
∬
）
に
同
じ
。

　
前
註
（
姐
）
に
同
じ
。

　
外
岡
茂
十
郎
「
我
國
に
於
け
る
私
生
子
法
の
誕
生
と
私
生
子
の
碗
園
」
三
〇
頁
・
早
稻
田
法
學
第
二
〇
巻
。

　
「
人
事
慣
例
全
集
」
（
明
治
四
十
四
年
刊
）
五
〇
一
頁
五
〇
二
頁
。

　
櫃
村
の
主
張
は
、
》
・
の
ま
ま
で
は
元
老
院
提
出
案
に
實
現
せ
ず
、
そ
の
代
η
に
、
未
成
年
の
尿
族
に
つ
い
て
組
父
又
は
戸
主
が
後
見
人
と
な
る
場
合
に
（
翫
既

訓
雌
艦
）
、
「
親
族
二
人
以
上
ノ
申
立
二
因
リ
匠
裁
判
所
ハ
親
族
曾
ヲ
組
成
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
舖
誼
縷
と
い
う
妥
協
的
規
定
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
前
註
（
2
4
）
及
び
（
1
1
）
に
同
じ
。

後
記
　
資
料
關
係
の
便
を
賜
つ
た
東
大
明
治
新
聞
維
誌
丈
庫
の
西
田
長
壽
氏
の
御
好
慧
を
謝
す
。

　
　
を
多
と
す
る
。

ま
た
資
料
筆
露
の
助
力
を
得
た
慶
大
大
學
院
學
生
向
井
健
君
の
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）


